








■ 所属別留学者の割合
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GGJ採択以降、留学者数は毎年度大幅な増加（平成24年度より128名、205名、230名）を続け
ている。また、所属学部・研究科別の留学者数を見ると、年度毎にその割合が全学の所属別在
籍学生数の割合に類似してきていることから、特に平成25年度以降は全学部・研究科の一定割
合の学生が短期海外研修プログラムに参加したと言える。

■ 短期海外研修プログラム

年度毎の例として、平成25年度には37本の短期海外研修プログラムを実施した。派遣国は、
留学者数が多い順に、アメリカ、タイ、中国、マレーシア、台湾、カナダ、オーストラリア、
ドイツ、韓国、ニュージーランド、英国、フィリピン、ベトナム、スイス、インドネシア、シ
ンガポールの16か国であった。以下に特徴的なプログラムを分類型（後述）毎に紹介する。

語学研修型：ポートランド州立大学（アメリカ）

英語力の向上を目的とした約１ヶ月の語学研修。午前中
は、英会話や発音、ボキャブラリーなど日本人の苦手な点
に特化した授業、午後は選択テーマに応じた課外活動に参
加する。滞在中はホームステイを通してアメリカ文化を多
面的に理解するほか、習得した英語を日々の実践により研
鑽する。

文化体験・交流型：浙江理工大学（中国）

初心者向け中国語講座、中国・江南文化に関する講義及
び文化体験、現地学生との交流などを通して、中国や江南
地域の言語・社会・文化について学ぶ２週間のプログラム。
同年代の中国人学生の考え方や文化的な差異に触れること
で、異文化及び自国文化について考察し、理解を深める。
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グローバル教養型：キングモンクト工科大学（タイ）

約２週間、東南アジア諸国、中国、台湾、日本からの大
学生とともに、語学レッスン（タイ語および英語）、文化
歴史遺産の訪問や地方の学校等でのコミュニティ活動に参
加することで、英語でのコミュニケーション能力、協調性、
柔軟性、異文化理解力を身につける。

専門分野型：上海理工大学（中国）

大学院進学を予定する工学部４年生および工学研究科生
対象の大学院導入教育プログラム。中国の大学に２週間滞
在し、中国語・文化講座、英語・日本語による工学系講義、
海外企業経営・技術論講義、海外インターンシップなどを
通して、語学力の向上及び実践的・国際的な思考力の育成
を目指す。

研究・発表型：アジア複数大学（中国、台湾、マレーシア等）

敢えて自分の専門とは異なる分野の研究室に２週間滞在
し、現地学生との研究活動やプレゼンテーションを通して、
論理的に思考し、発表するプロセスについて学ぶ。異なる
研究分野の知識・背景を持つ現地学生と議論をする中で、
自分の専門分野について理解を深め、新たな気づきを得る
ことを目的とする。

■ これまでの取組み

＜人員体制＞
国際交流センターにおける事務を行う国際課では、平成24年度より留学経験および海外での

滞在経験、高い語学力を持つ国際交流コーディネーターを配置し、平成25年度からは２名のコー
ディネーターがGGJ関連事務、短期海外研修プログラムおよび交換留学関連事務、学生派遣に
関する学術交流協定校との連絡・調整、留学個別相談等の派遣業務を担当している。さらに、
GGJ関連事務補佐として、英文資料作成等を行える語学力のある事務補佐員を国際課に配属し
たことで、国際課業務を円滑に進めることができるようになった。

また、日本人学生の海外留学を支援する専任教員は、平成25年８月まで配置されていなかった。
それまでは、同センター副センター長が「相談・交流部門」（平成25年度より「グローバル人材
育成部」）を担当し海外留学支援に携わっていたほか、日本語教育部の教員も留学に関する業務
を担当していたが、平成25年９月にグローバル人材育成部の専任教員として新規に教員が着任
し、その後、国際課長を兼任するなど国際課と連携して業務に当たっている。

＜体制整備＞
平成25年度に短期海外研修プログラムの体系化を行い、各学生が自らのニーズ、専門知識や
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語学面での学習段階、将来設計に応じて、適切な時期に最適な研修を選択して参加できるよう
プログラム分類を以下のとおり確立した。

各短期海外研修プログラムをその内容や目的に基づき６つに分類しており、番号順により高
い語学力や専門性を有していることが参加の前提となる。この分類を参考に、学生は各自の４
年間もしくは６年間の履修計画に合わせて、段階的に各短期海外研修プログラムへの参加を考
えられるようになり、現状の自分に合った留学を経験することでより効果的な能力の向上が期
待できるようになった。

実施プログラムについては、国際交流センター所管プログラムのほか、平成25年度より本学
の全教員を対象としてプログラムの設置申請を受け付けている。これにより、平成24年度は11
本であったプログラム数が、平成25年度は37本、平成26年度は43本に増加した。プログラムは、
語学研修（英語、ドイツ語、タイ語）、現地文化の理解および現地学生との学生交流を目的とす
るものや、産業経済に関するテーマ調査、国際コンペティションでのオリジナル橋梁の設計・
製作についての発表、現地学生との共同研究、国際学会における英語での発表を行うものなど、
多種多様な内容にて実施したほか、平成26年度には中期（約３ヶ月）のプログラム数も増えた
ことで、内容および期間ともに充実化を図ることができた。学生のニーズに合うプログラムを
十分に提供できるようになったことは、直接的に留学者の増加に寄与したと言える。

さらに、プログラム数や担当教員数が増えたことを踏まえ、平成26年度には「海外研修プロ
グラム実施ガイドライン」を制定した。これにより、プログラムが安全かつ公平に実施できる
体制が整い、多様なプログラムを発展的に継続できるようになった。

＜動機づけ＞
学部１年次から、留学を視野に入れた学習・履修計画ができるよう、入学直後の新入生オリ

エンテーションでの留学制度の説明、短期海外研修プログラムに関する資料の配布、留学関連
イベントの開催、学内でのポスター掲示、プログラム説明会での留学経験者の発表を通し、全
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学的に留学や短期海外研修プログラムへの参加の動機づけを行っている。

＜情報提供＞
既存の国際交流センターホームページに加え、平成25年度には「国際交流・留学ホームページ」

を新規に作成し、GGJの取組みや海外留学の参加者募集案内、留学経験者の報告書等を掲載し
ている。特に、各短期海外研修プログラムの詳細や留学にあたっての準備・手続きについては、
詳細情報を掲載することで、学生が十分な情報を得られるようにしている。

また、各短期海外研修プログラムの募集案内や留学に関する諸情報は、本学の学生約400名が
登録している「留学情報メーリングリスト」でも随時メール配信を行っており、最新の情報を
留学関心者に確実に伝えることができる体制を構築した。

＜奨学金＞
日本学生支援機構による奨学金制度は、平成23年度から利用しているものの、当時の対象は

「アジア地域国際相互交流大学院工学教育大学院入学前導入教育プログラム『スプリングプログ
ラム』」や「浙江理工大学サマープログラム」などの数本のプログラムに限定されていた。平成
24年度以降、GGJにおける短期海外研修プログラムの体系化により、短期海外研修プログラム
参加者のうち、要件を満たす学生全員に支給できるよう努めてきた。

以下は、平成26年度の短期海外研修プログラム別の奨学金支給状況である。短期海外研修プ
ログラム参加者のうち、47％が「日本学生支援機構海外留学支援制度（短期派遣）」奨学金を受給、
43％が本学の奨学金である「福井大学学生海外派遣支援金」を受給、１％がその他の奨学金（若
狭湾エネルギー研究センターによる奨学金、医学部奨励金）を受給した。９％はいずれの奨学
金受給条件も満たさないこと、または受給希望がないことから奨学金の利用がなかった。
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平成26年度の短期海外研修プログラム参加者の各奨学金の受給者数、支給額は以下のとおり
である。
〇日本学生支援機構海外留学支援制度（短期派遣） 受給者：107名、支給額：9,320,000円
〇福井大学学生海外派遣支援金 受給者：100名、支給額：5,900,000円

＜学生指導・危機管理＞
本学で実施する短期海外研修プログラムの参加者には、事前オリエンテーションへの参加を

義務付けている。国際課が実施する事前オリエンテーション（共通）では、プログラム参加手
続き、渡航にあたっての注意点、危機管理に関する情報提供を行い、全学生が不安なく準備・
留学できるよう支援および指導をしている。その他、プログラム別に事前学習を目的としたオ
リエンテーションや渡航国によっては危機管理に特化したオリエンテーションを実施しており、
これらを通し、留学の効果が最大限になるよう努めている。

短期海外研修プログラム参加にあたっての海外旅行保険への加入は長らく必須としていたも
のの、万が一、事件や事故が発生した際に、渡航者全員に対して迅速かつ適切な対応を可能と
することを目的とし、海外旅行保険の購入窓口および加入保険の種類の一元化を行うため、平
成26年度に保険会社および取扱代理店によるプレゼンテーション審査会を実施した。海外旅行
保険の補償内容は、本学における留学プログラムの特徴を踏まえた専用プランとし、平成27年
度からの一元購入に備えた。

前述のとおり、短期海外研修プログラムは実施数が多く、派遣時期や派遣国が多岐に渡って
いる。各プログラムの実施にあたって、プログラム担当教員には海外研修プログラム実施ガイ
ドラインに基づき、「海外研修プログラム実施計画書」の提出を義務付けており、国際課にて各
プログラムの実施体制の把握や危機管理体制の構築を行っている。平成26年度には、タイ・バ
ンコクでのデモ、バングラデシュ・クルナでの政情不安、イスラム国による欧米の主要ショッ
ピングセンターでのテロ予告などの状況を受け、研修の実施可否の判断や学生への注意喚起を
行った。中には外務省、現地日本国大使館、受入大学、現地報道機関等からの情報を総合的に
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判断したうえで、本学として海外派遣中止を決定したプログラムもあった。
また、プログラム参加学生および引率教職員は、危機管理サービスに加入し、24時間対応の

万全なサポート体制のもとに渡航している。

＜目標管理・能力向上＞
GGJにおいて、本学が育成を目指すグローバル人材を「Global IMAGINEER（歴史や文化が

異なる地域においても、世界の人々と協働して生き生きとした暮らしづくりに貢献できる高い
専門能力と創造力・実践力を有した技術者）」と概念化しており、このGlobal IMAGINEERが持
つ資質と能力を（１）基礎的知識・教養、（２）自己学習力・問題解決能力、（３）コミュニケー
ション能力（語学力含む）、（４）異文化に対する理解・自己アイデンティティの確立、（５）専
門的知識・能力、（６）創造力、（７）社会的責任・使命感の７つと定義している。

これらの能力を学生が在学中に意識的かつ最大限に向上させるための一つの指標として、平
成25年度にルーブリック法による独自の「福井大学グローバル・コンピテンシー・モデル」を
作成した。当モデルは、各能力を５つのレベルに分け、それぞれのレベル毎に達成されるべき
行動例を示したものである。本学の短期海外研修プログラム等に参加する学生は、渡航前後に
当モデルを用いた自己評価を行い、国際交流コーディネーターがその記載について助言等を行
いながら、留学中および帰国後の目標管理および成長度測定を行っている。

＜今後の展望・課題＞
前述のとおり、本学では平成24年度より短期海外研修プログラム実施における体制整備を積

極的に進めてきた。グラフが示す通り、プログラム数や留学者数が大幅に増加していることは
特筆できる成果であろう。ただし、これまではGGJによる補助金を利用し、これらの体制整備
に努めてきたが、平成28年度末に控えるGGJの終了を前提に、さらに検討していかなければな
らない点が複数ある。

第一に、短期海外研修プログラム実施にかかる必要経費の削減、特に、教職員による学生引
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率費の削減である。年度を経る毎に引率者の人数および旅費金額の縮小に努めているものの、
平成26年度には37本のプログラム中25本にて本学教職員が学生引率を行った。派遣国・地域に
熟知している引率者が付くことで学生の安全が確保され、移動および事務の効率化やプログ
ラムの質の確保につながっていると言える一方、今後の長期的なプログラム実施にあたっては、
高額となる引率経費を鑑み、引率体制の見直しを図らざるを得ない。平成26年度からは、引率
費に上限を設定することで、引率有無の再考や引率日数の短縮を促進しているが、受入れ大学
とのさらなる調整や、学生相互派遣による授業料免除の可能性の模索など、最低限の経費で安
全かつ発展的に学生派遣ができる体制の構築を進める必要がある。

次に、学生においては、現在は日本学生支援機構海外留学支援制度（短期派遣）や福井大学
学生海外派遣支援金をプログラムの参加費に充てる学生が非常に多いが、今後の長期的かつ継
続的な学生派遣を見据えると各種奨学金の確保のほかにも、派遣先大学での授業料免除による
プログラム実施のための調整や受入れ大学との相互協力を確認・依頼する必要があるであろう。
例えば、学術交流協定校における交換留学枠を活用した短期海外研修プログラムの実施や留学
費用の積立制度など、本学の短期海外研修プログラム体制に合った新たな手段を検討する必要
がある。

さらに、平成25年度以降は全学学内委員会において、各短期海外研修プログラムの実施可否
について審議を行ってきたが、今後は全学学内委員会での審議前に各学部がプログラム内容や
派遣先、付与単位数等について確認し、全学学内委員会においてそれらを総合的に評価するこ
とで質の高いプログラムを発展的に継続実施する仕組みを作ることも急務の一つである。この
ような管理体制が円滑に機能すれば、より多種多様なプログラムの実施、つまり現時点では実
施できていない産学官連携プログラムや海外企業インターンシップ等、新たなプログラムの開
発・実施にもつながるはずである。

また、危機管理マニュアルを見直し、各機関・部署がそれを認識することで、危機管理体制
の強化を図ることも急速に取り組むべき課題である。幸いにも、本学ではこれまでに海外での
大きな事故や事件の発生事例はないが、プログラム数や留学者数が増加し、派遣国が多様化す
る中、発生のリスクは必然的に高まっている。危機・危険を回避するための対策および万が一
それらが起こった場合の対応策（メディア対策および保護者対応等）をあらかじめ全学的に検討・
共有し、学生の安全な留学の実現に努めていく。

４−２．交換留学プログラム

■ 交換留学生（派遣）実績

年　度 留学先 留学国 留学期間 所　属 学　年

平成22年度
クレムソン大学 アメリカ 2010.8～2011.5 教育地域科学部 ４年

フィンドレー大学 アメリカ 2010.8～2011.5 教育地域科学部 ４年

平成23年度

クレムソン大学 アメリカ 2011.8～2012.5 教育学研究科 １年
クレムソン大学 アメリカ 2011.8～2012.5 教育地域科学部 ４年

フィンドレー大学 アメリカ 2011.8～2012.5 教育地域科学部 ４年
フィンドレー大学 アメリカ 2011.8～2012.5 教育地域科学部 ４年
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平成24年度
クレムソン大学 アメリカ 2012.8～2013.6 教育地域科学部 ４年

フィンドレー大学 アメリカ 2012.8～2013.5 教育地域科学部 ４年

平成25年度
クレムソン大学 アメリカ 2013.8～2014.5 教育地域科学部 ４年

フィンドレー大学 アメリカ 2013.8～2014.5 教育地域科学部 ４年
フィンドレー大学 アメリカ 2013.8～2014.5 教育地域科学部 ４年

平成26年度
フィンドレー大学 アメリカ 2014.8～2015.5 教育地域科学部 ４年
ハンブルク大学 ドイツ 2014.10～2015.3 教育地域科学部 ３年

上記のとおり、平成22年度から26年度の交換留学（派遣）は、アメリカのクレムソン大学お
よびフィンドレー大学への派遣が多数を占めている。また、学生の所属学部および学年も教育
地域科学部４年生、中でも学校教育課程（言語教育コース・英語教育サブコース）の留学者が
多い。

■ これまでの取組み

＜動機づけ＞
交換留学においては、長期的かつ段階的な留学計画・準備が必要であるため、入学直後の新

入生オリエンテーションでの制度説明のほか、全学的に留学関連イベントや交換留学説明会を
実施することで、留学関心層の増加に努めている。

特に、交換留学者の多くが、交換留学前に短期海外研修プログラム等への参加経験を有して
いることから、短期海外研修プログラム参加者を対象とした帰国後オリエンテーションでは、
参加プログラムの振り返りのほか、次のステップとして交換留学や中・長期留学への挑戦を促
すなど、内容を工夫して実施している。

＜情報提供＞
平成24年度に、海外留学についての基礎情報、手続きやスケジュール管理のための情報を掲

載した「海外留学ロードマップ」を作成し、翌年度以降も全学的に配布を継続している。当海
外留学ロードマップを利用することで、留学に関する情報を得られるほか、冊子内のワークシー
トの利用により各学生が希望する留学について整理することができ、指導教員や国際交流コー
ディネーターが学生の関心やニーズに応じた留学個別相談をしやすくなった。

平成25年度に作成した「国際交流・留学ホームページ」では、本学が育成を目指すグローバ
ル人材像、学術交流協定校リスト、海外留学体験記等を掲載し、情報提供を行っている。当ホー
ムページは、平成26年度以降もさらなる充実化を図っている。

平成25年度には、国際課執務室前に留学情報掲示板、学術交流協定校の大学パンフレットや
関連資料、留学情報誌や各種留学関連資料等を学生が常時自由に閲覧できる情報スペース「留
学OASIS」を設けた。留学OASISでは、国際交流コーディネーターによる留学個別相談も随時
行っており、必要に応じて適切な資料を利用することにより、的確な助言ができる体制が整った。
また、タッチパネル式のデジタルサイネージも設置し、各種留学プログラムの参加者募集情報
や関連動画を掲載することでより広く学生に情報提供を行えるようになった。

このほかにも、中・長期留学の検討にあたっては、留学検討初期から渡航直前まで、十分な
情報提供が必須であることから、交換留学募集要項や募集ポスター等についてもその都度見直
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しを行い、情報提供の方法および掲載情報には特に工夫しながら進めてきた。

＜体制整備＞
交換留学者（派遣）の募集は、平成23年度までは年１回のみ行っていたが、平成24年度から

は年２回とし、秋学期留学開始希望者は１月頃、春学期留学開始希望者は９月頃に募集・選考
を行っている。募集の回数を増やすことにより、より多くの学生に交換留学制度について周知
する機会ができ、交換留学を視野に入れた中・長期留学についての相談件数の増加につながっ
ている。

また、新たな交換留学先となり得る学術交流協定校の増加および既存協定校との連携強化を
目指し、平成26年度には国際交流コーディネーターが国際教育フェアや国際会議に参加した。
平成27年３月に中国・北京で開催されたAPAIE 2015では、アジア、北米、ヨーロッパの高等教
育機関等の担当者約1,000名が集まり、世界の国際交流の動向を把握し、相互に学生交流や研究
交流の可能性を模索した。本学は、アジアを中心とする高等教育機関との連携を目標に約40大
学との打ち合わせを行った。学術交流協定締結を前提とした協議や既存協定校の交換留学プロ
グラムの最新情報を入手できたことは、本学の交換留学制度の充実化および留学者数の増加に
つながる成果である。

さらに、アジア太平洋地域における高等教育機関間の学生・教職員の交流促進コンソーシア
ムであるUMAP（University Mobility in Asia and the Pacific：アジア太平洋大学交流機構）を
活用すべく、UMAP-USCO参加に向け、平成26年度にUMAPと協定書を取り交わした。平成26
年度現在、アジア太平洋地域の約60大学がUMAP-USCOに参加しており、本学からもこれら参
加大学への交換留学が可能になるなど、留学先の拡大につなげることができた。

また、希望する交換留学先が提示する語学要件を満たすことが難しく、交換留学を断念せざ
るを得ない学生が多く存在する状況を踏まえ、平成26年度からは、本学においてTOEFL ITPを
年２回実施し、また新規に学術交流協定を締結する際に、語学要件としてTOEFL ITPの利用を
交渉することで、より多くの学生が交換留学を視野に入れることができる体制・環境づくりを
進めている。

＜学生指導・危機管理＞
交換留学者や長期留学者は、留学決定から渡航まで半年程度の期間があることが多いため、

渡航までに入学手続きや査証取得等の準備を着実に行う一方、留学前に語学力や各能力の向上
に努めることにより、現地で最大限の学びを得られるよう、事前オリエンテーションを複数回
実施している。また、長期留学者にも、短期海外研修プログラム参加者と同様に福井大学グロー
バル・コンピテンシー・モデルを用いた自己評価を課している。自己評価は出発までに計２
回、１回目は留学決定後、２回目は渡航直前に行うことで、目標および達成度を段階的に管理
し、確実な成長を促している。また、危機管理については、一般的な注意事項のほか、海外で
の長期生活において予測されるカルチャーショック・逆カルチャーショック等についても取扱
い、留学中および帰国後の学生生活が円滑に進められるよう指導している。
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＜今後の展望・課題＞
交換留学については、近年においても本学からの留学者数は数名に留まっており、派遣先や

派遣者の所属・学年も限定的である。要因としては、①既存の学術交流協定校と本学学生の留
学希望の不一致、②不均衡な貸借バランス、③単位互換・認定制度の整備不足、④学生の語学
力の欠如、⑤国際交流専門職員の不足などが考えられる。
① 現状、本学においては、多くの学生が留学を希望する欧米の学術交流協定校が少ない。これ

までは、教員による研究交流を目的としたアジアの大学との学術交流協定の締結が主であっ
たことから、現状の学術交流協定校の国・地域には大きな偏りがあり（アジア：48、ヨーロッ
パ：12、北米：６、南米：１、オセアニア：１、中東：１、アフリカ：１）、英語圏の大学は、
実質クレムソン大学とフィンドレー大学（いずれもアメリカ）に限られている。また、非英
語圏の大学の場合、英語開講科目が限定的である大学では、学生が自らの専門分野や興味に
応じた科目の履修が満足にできない場合がある。これらを解決するためには、本学学生のニー
ズにあった交換留学先を拡大することが必須である。そのために、前述のとおり、APAIEや
NAFSA等の国際教育フェアへの参加やUMAP等の学生交流コンソーシアムを最大限に利用
することで、世界で進む高等教育のグローバル化におけるアジア高等教育機関の今後の動向
を複眼的に考察しながら、今後の本学の国際化を進めていく。

② 本学学生の主な留学先であるクレムソン大学とフィンドレー大学については、本学からの派
遣超過が続いているため、不均衡な貸借バランスを鑑み、派遣者数を制限せざるを得ない状
況がある。一方、アジアの大学については、受入超過となっている学術交流協定校が多い。
このような不均衡を解消し、長期的な学生交流を継続するためには、交換留学枠を利用した
授業料免除による短期プログラムの実施など、相互の大学や学生のニーズを考慮しつつ柔軟
に検討を進める必要がある。

③ 本学における単位互換制度が不十分であることも、学生が交換留学を踏みとどまる大きな要
因の一つである。単位互換・認定制度が十分でなければ、留学先での取得単位が互換できず、
本学での在籍を延長せざるを得ない。交換留学を行った場合でも、標準年数内で卒業・修了
できる仕組みを構築することが急務である。この点について、平成28年度設置予定の新学部
である国際地域学部では、海外留学を活かした学びを特長としていることから、標準年数の
在籍で交換留学が行えるよう単位互換制度の見直しを行っている。国際地域学部における新
たな単位互換制度を全学的に波及させることで、他学部においても交換留学者の増加に繋げ
られるよう取り組む。

④ 交換留学を希望する学生についても、交換留学応募時の語学力が十分でない（希望派遣先大
学の語学要件を満たしていない）、TOEFLスコアを有していない等、語学力が理由で交換留
学を諦めざるを得ない場合も多い。現状、長期留学希望者に対するTOEFL・IELS対策コー
ス等は実施できておらず、学生の自主学習に委ねている。国際地域学部では、１年次に集中
的な英語科目の履修およびTOEFL対策講座の受講により、語学力の底上げを図り、留学先で
の日常生活および学業生活に支障のない語学力を身に付けるカリキュラムが組まれる予定で
あるが、他学部の学生を対象とした対応についても検討が必要である。

⑤ 最後に、国際交流分野における業務については、高度な語学力や世界の教育市場と教育のグ
ローバル化に対する深い知識、鋭い感性を持つ国際交流専門職員が極めて重要になる。世界
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やアジア地域の高等教育の発展・変化を理解し、その展開に日本の高等教育がどのように戦
略的な関わりを持つべきかを考え、それをもって、本学のグローバル化を牽引していくこと
のできる職員の育成が必須である。

４－３．その他の留学プログラム

国際交流センターでは、上述の短期海外研修プログラムおよび交換留学以外にも、外部の国
際交流・留学プログラムや奨学金制度等への申請を積極的に行い、以下のような海外留学等の
機会を学生に提供することにより、グローバル人材育成の促進に努めてきた。

■ KAKEHASHI プロジェクト

平成25年度に北米地域との青少年交流の一環として外務省が推進する「KAKEHASHI Project 
-The Bridge for Tomorrow-」の米国短期派遣事業に本学が採択され、学生12名及び引率教員
２名が米国に２週間派遣された。同事業は、北米地域との青少年交流を通し、日本に対する潜
在的な関心を増進させ、訪日外国人の増加を図るとともに、日本的な価値や強み・魅力等を伝
え、国際理解を増進させることを目的として実施されたもので、派遣学生は日本の魅力に関す
る英語のプレゼンテーションを米国各地の大学で実施し、日本への関心層の拡大に貢献したほ
か、大学での学生交流や米国企業や歴史・文化施設等への訪問等を通して、異文化への理解を
深めた。また、国際交流基金からの要請を受け、平成26年度には米国派遣学生の訪問先の一つ
であったピッツバーグ大学より25名（学生23名、引率２名）を本学にて受入れ、学生交流や文
化体験を中心とした学校交流プログラムを実施した。米国派遣学生及び外国人留学生を含む本
学学生30名が学生ボランティアとして企画詳細の立案、事前準備、当日対応にあたり、訪日学
生及び本学学生の双方が日本や地域、大学の魅力に対する理解と関心を深め、また双方が短時
間の中で密な交流を行い、長期的な日米間のネットワークを作るきっかけとすることができた。

■ 官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN ～日本代表プログラム～

平成26年度に開始された官民協働型の海外留学支援制度である「トビタテ！留学JAPAN日本
代表プログラム」に、平成26年度（第１期）には本学から６名が応募し、そのうち２名が合格した。
１名（工学部４年生）は、米国・マサチューセッツ大学にて次世代エネルギー開発に関する研
究およびシリコンバレーの企業でのインターンシップを合計約３ヶ月間行った。１名（医学部
４年生）は、インドにて発展途上国での医療補助および公衆衛生（公害病）に関する実習を１ヶ
月間行った。

当学生らは、帰国後も第２期以降の募集時の支援や学外での留学啓蒙活動等に従事しており、
当制度の目的通り、日本および本学の留学機運を高めることに貢献しながら、将来は世界を視
野に入れて活躍できる人材になるべく活動している。

＜今後の展望・課題＞
国をあげてグローバル人材育成の施策が進められる中、今後も政府や地方団体による留学支

援・促進制度、産学官の連携に基づく支援制度、本学独自の制度等を最大限に活用することで、
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世界や日本における国際教育分野の動向を把握しながら、本学のグローバル化およびグローバ
ル人材育成の取組みに寄与できるよう戦略的な国際交流を推進していく。

５．学術交流等協定

平成26年（2014年）１月までに、国際課国際連携担当と国際交流センター・グローバル人材
育成部教員が連携し、学術交流協定の交渉、締結、運用、更新等を一元管理する体制を整えた。

新規学術交流協定締結の流れは、次の①～③である。
①教員が新規に学術交流協定の締結を希望する場合、教員は国際課国際連携担当および国際

交流センター・グローバル人材育成部教員に相談する。その段階で、協定の種類（部局間協定
または大学間協定）、交渉内容及び妥協点（ゴール）、交渉人、手続き及び署名までの流れとタ
イムライン等について具体的な決定とコンセンサスづくりを行う。②上記①の決定項目につい
て国際交流センター長の承認が取れ次第、学術交流協定締結に向けた手続きを開始する。③全
てのコミュニケーションは共有され、ファイルに紙ベースで記録、保存する。

このような明確な役割分担と協力体制の確立により、平成26年１月～平成27年３月までの
15ヶ月間で、５つの大学間協定と５つの部局間協定、合計で10の学術交流協定が締結された。
平成25年12月までの学術交流協定締結数の推移を見れば、平成26年１月以降の15ヶ月間の新規
協定締結数の増加は特筆すべきものであることがわかる。

さらに、平成26年１月以降の新規学術交流協定締結の特徴は、その増加数ばかりではなく、
交換留学制度に基づく学生交流を、研究および教員交流と同様に、学術交流協定の重要な柱と
して位置づけ、それを協定書に盛り込んでいることである。それまで、教員が学術交流を行う
最大の目的は、研究（教員）交流であり、学生交流は２次的な存在であった。しかし、国際交
流センターおよび国際課国際連携担当が学術交流協定締結交渉を行うことで、年間交換人数・
授業料相互徴収・宿舎確保・査証取得支援、緊急時対応策、などの必要項目を確認し、学術交
流の骨子を協定書に盛り込むようになった。

学生交流を盛り込むという新規学術交流協定の交渉における新しい流れは、これまでの学術
交流協定締結におけるひとつの問題を示唆していた。それは、教員交流を主たる目的としてい
るために、教員が選ぶ学術交流協定校とその国が、学生が留学を希望する大学や国と一致して
おらず、教員間と学生間に「ズレ」が生じていた点である。これでは、学生交流の拡大を期待
することは出来ず、学内における単位認定の問題やカリキュラムや教務システムの国際通用性
についての議論が発生することはなく、そもそも問題意識さえ生まれない。

そこで、国際交流センター・グローバル人材育成部は、交換留学制度の下で学生交流を行う
ことを主たる目的とした新規学術交流協定の締結を模索することとした。そのために、国際課
国際連携担当ばかりではなく、国際課国際教育担当とも連携し、その体制を強化した。その第
一弾が、UMAPコンソーシアム型交換留学制度（USCO : UMAP Student Connection Online）
への加盟である。これにより、加盟大学と、年間２名まで（希望すれば最大５名まで）の学生
の派遣･受入が可能となる。USCOは、２大学間交換留学制度のような（累積）貸借バランスを
考慮する必要が無いために、学生を積極的に派遣する仕組みとなっており、留学を必須とする
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新学部を設置した本学にとっては有利な条件をもった学生交流協定である。
今後は、学生が留学を希望するアジア有力校および欧州、北米の大学との間で、交換留学制

度に基づく学生交流を目的とした学術交流協定の拡大を目指す。そのことにより、文部科学省
が推奨する中長期の派遣生を増加させ、本学のグローバル人材育成に寄与する。

６．留学生と日本人学生の学内交流活動

６－１．定期交流活動

（１）国際交流ラウンジ

平成13年度から平成23年度前期までは、毎月第１、第３及び第５木曜日に「国際交流ラウンジ」
を実施していたが、福井大学語学センターの発足に伴い、平成23年度後期よりその活動を語学
センターに移管した。ただ、その活動案内の本学留学生への配信については、国際交流センター
相談・交流担当教員が引き続き行っている。

案内文（和文例：実際には和英併記でメール配信を行う）

留学生及び日本人学生の皆さん

下記の通りお話会「第95回国際交流ラウンジ」を行います。
英語・日本語のレベルアップに、お友達づくりに。
ぜひ、お誘い合わせの上、ご参加ください。

　日　時 12月３日（木曜日）　18：15～19：15
 （毎月第１、第３及び第５木曜日18：15～19：15開催）
　場　所 国際交流センター　ラウンジ
　参加者 留学生及び日本人学生
　内　容 前半30分は英語、後半30分は日本語によるグループ自由会話
　話　題 『冬、12月』
　参加費 無料（飲み物、お菓子付）
　主　催 福井大学留学生会

福井大学生協ＳＯＳＥＮ部

（２）ビデオショウ

平成13年度より平成24年度まで、毎週第２、第４木曜日に「ビデオショウ」を実施していたが、
インターネット上で世界中の映画を容易に観賞できるようになったこと等もあり、参加者が減
少したため、平成25年度以降は実施されていない。
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案内文（和文例：実際には和英併記でメール配信を行う）

留学生及び日本人学生の皆さん

下記のとおり、第95回ビデオショウを行います。
お誘い合わせのうえ、おいでください。

　日　時 １月15日（木曜日）　18：15～20：30
　題　名 スラムドッグミリオネア
 （本編英語、日本語字幕付き）http://saludo.gaga.ne.jp/
　場　所 国際交流センター　ラウンジ
　参加費 無料（コーヒー、お菓子付き）
　**　いい映画の推薦をぜひお願いします。
　　　（国内外、どこの国の映画でも）

Fady Alnajjar,
Secreratry,
University of Fukui International Student Association（UFISA）

６－２．その他学内活動

その他の主な活動としては、福井大学留学生会主催による８月の国際交流サマーキャンプ（１
泊２日、越前海岸での水泳、国見岳宿泊、バーベキュー。毎年２～30名参加、参加費3,000円）、
２回の国際交流スキー旅行（本学よりバスで約１時間のスキージャム勝山への日帰旅行。毎回
３～40名参加、参加費1,000～9,000円）がある。その他に、サッカー、バレーボール、バスケッ
トボールなどのスポーツ大会、歓送迎会、忘年会などを実施している。特に平成20年度から福
井大学留学生事務局において種目別スポーツ委員会が編成され、毎週日曜日午後15：00～19：
00に本学体育館にて各種スポーツ競技が行われ、毎回20名前後が参加している。平成25年度後
期以降は、体育館の使用の都合上、実施できていない。

６－３．福井大学留学生会

（１）設立背景と事務局構成

平成15年11月に福井大学留学生同窓会が発足したことを機に、同窓会事務局の提案により、
福井大学留学生会が平成16年４月に発足した。その目的は、留学生間の相互の交流と相互扶助、
日本人学生および地域社会との交流である。福井大学留学生会の会長は福井大学中国人留学生
学友会会長が務めることになっているが、事務局長およびその他の事務局員は毎学期開始時に
事務局会議を開催して選任される。そして、各種行事毎の実行委員会が編成され、実行委員会
を中心に行事を企画運営している。
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（２）福井大学留学生会の活動

福井大学生協学生組織SOSEN部などと協力しながら、国際交流ラウンジ、歓送迎会、国際交
流キャンプ、国際交流スキー旅行、各種スポーツ大会などを実施している。また、地域社会と
の交流活動としては、県内国際交流団体が主催する行事に積極的に参加している。また、地震・
津波等災害救援のための募金活動などもその都度行っている。

６－４．学内交流活動の課題

（１） 相談・交流担当教員は日本人学生との授業等を通した接点がないこともあり、連絡体制
の構築が難しい。現在は、各種活動に参加する日本人学生から個別に情報を収集しネッ
トワークを構築している。

（２） 留学生の大半は私費留学生であり、その多くが生計維持のためにアルバイトをしなけれ
ばならず、実験やレポートなど課題が多く、活動に参加する時間が取れない学生が多い。

（３） 留学生個々人が様々な活動に参加できないと、相談交流担当者との接触が薄くなり、徐々
に顔が見えなくなる。そして、ある日突然大きな問題を抱えて相談に来ることになる。

（４）従って、各種交流活動に参加しなくても、常に、目の届くような体制構築が課題である。
（５） 学内外の交流活動に参加するあまり研究が疎かにならないかと懸念する指導教員もいる

ので、それも考慮する必要がある。
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Ⅳ．研　　究

１．国際交流センターとしての研究活動

１－１．研究紀要の刊行

国際交流センターでは、平成17年度から平成25年度まで『福井大学留学生センター紀要』、平
成26年度からは『福井大学国際交流センター紀要』を刊行している。掲載論文全文を国際交流
センターホームページに掲載している。

平成22～26年度の掲載論文題目は以下の通りである。
平成22（2010）年度
・「留学生同窓会の活動、その役割と方向性について」　中島清
・ 「地域在住外国人に対する日本語ボランティア養成講座における脱『日本語教師養成講座』

の試み」　桑原陽子
平成23（2011）年度
・ 「漢字２字熟語の意味推測に及ぼす語構成に関する知識の影響－主要部の位置との関わりか

ら－」　桑原陽子
平成24（2012）年度・平成25（2013）年度（合本）
・ 「漢字２字熟語の意味の透明性の調査」　桑原陽子
平成26（2014）年度
・ 「非漢字系上級日本語学習者による漢語動名詞の意味推測の困難点－『する』の有無が推測

に及ぼす影響－」　桑原陽子
・ 「三岡八郎宛ウィリアム・エリオット・グリフィス書状再考」　膽吹覚

１－２．助成金によるプロジェクト

国際交流センターの各教員は、個々に外部助成金を申請し研究活動を行っている。それらに
ついては、巻末の個人データを参照されたい。

国際交流センターの日本語プログラムに関わる助成金として、福井大学内の競争的配分経費
が１件採択されている。

・ 平成23年競争的配分経費・教育「入門期の日本語学習者のためのかな学習用教材“Japanese 
KANA workbook”対応音声教材の作製」（研究代表者　桑原陽子）200,000円

この経費により、平成19年に作成したかな教材「Japanese KANA workbook ひらがな・カタ
カナれんしゅう」の音声教材を作成した。得られた効果は以下のとおりである。

・ 国際交流センターホームページから音声教材を自由にダウンロードできるようになり、学
習者が容易に教材を入手できるようになった。

・ 音声教材ＣＤの複製と学習者への配布（海外も含む）が容易になった。
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１－３．研究大会等開催

国際交流センターはその規定第３条（業務）第６項に「外国人留学生と地域社会の交流に関
すること」及び第７項に「留学生ネットワーク構築に関すること」を掲げている。更に、中期
目標として「国際交流センターに国際交流機能を持たせ、国際交流の一層の推進を図る。」を掲
げている。国際交流センターでは、国際交流推進とネットワーク構築を目指し、下記①、②の
研究大会を主催開催した。

①福井大学留学生同窓会世界大会
　 福井大学留学生同窓会世界大会は、福井大学留学生同窓会13支部内、支部相互及び福井大
学とのネットワークを通した協働、特に「グローバル人材育成」について考え、また、同窓
会支部相互間及び福井大学教職員学生間において情報共有し、親睦を深めることを目的とし
て開催された。大会では、１）各支部の活動の現状と今後、２）支部相互間の活動の現状と
可能性、３）各支部及び帰国留学生全体のネットワーク構築、４）「グローバル人材育成」の
ための協働、という４つのテーマについて活発な意見交換が行われた。参加者からは、母校
である福井大学への思いや、これまでの支部活動や自らの日本での留学体験を基に、福井大
学の留学プログラムへの協力についての提案などがあった。（詳細は別刷報告書参照）

開　催　日　時 平成25年９月８日（日）13：30～17：00
会　　　　　場 福井大学文京キャンパス　総合研究棟Ⅰ　13F会議室
支 部 代 表 者 ノル・ディアナ・ビンティ・ヤーコブ（マレーシア支部）
 タマサック・タンマ（タイ支部）
 ナスルラー・イドリス（インドネシア支部）
 韓 進旭（韓国支部）
 程 文（西安支部）
 国 慶志（上海支部）
 朱 麗君（北京支部）
 孫 愛静（浙江支部）
 陳 耿明（台湾支部）
 シャットシュナイダー・ザンドラ（ハンブルグ支部）
 符 茂島（日本支部）
 モハンメド・アブ・ユスフ（バングラデシュ支部）
 キン・ラット（ミャンマー支部）
 オルダリア・トモエ・オクノ（ブラジル）
 ファニー・エディス・ヘルナンデス・バイト（メキシコ）
 曹 志揚（福井大学留学生会会長）
コーディネーター 中島 清（福大学国際交流センター教授）
出　　席　　者 約100名（福井大学留学生同窓会関係者、卒業留学生、在学留学生、本学関係者等）
主　　　　　催 福井大学国際交流センター、福井大学留学生同窓会
共　　　　　催 福井大学留学生会
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②グローバル人材育成シンポジウム「福井から世界へ －グローバル化への課題－」
　 グローバルに活躍する本学卒業生及び福井県産業界、行政、高等教育機関のそれぞれの観
点から、グローバル化に伴う組織上あるいは人材育成上の課題を確認し・共有し、今後の取
り組み活かすことを目的として開催された。まず、基調講演では、日本が高等教育改革等に
おいて遅れをとっていることや、若者の「内向志向」の原因等について指摘があった。次に、「地
元産業界との連携」、「アクティブな留学生同窓会との連携」、福井大学が目指す「Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｉｍａｇｉｎｅｅｒの育成」についての講演があり、引き続き演者をパネラーとしたパ
ネルディスカッションが行われた。パネラーたちのディスカッションに対し、フロアの聴衆
からも多くのコメントが寄せられて終始活発な意見交換がなされ、今後福井大学が進めてい
くグローバル人材育成推進事業の方向性が見出された。（詳細は別刷報告書参照）

開　催　日　時 平成25年９月９日（月）13：30～17：00
会　　　　　場 福井大学文京キャンパス　総合研究棟Ⅰ　13F会議室
基調講演・パネラー 「欧州（ドイツ）からみた日本のグローバル化への課題」
 イリス・ヴィーツォレック（株式会社IRIS科学・技術経営研究所 代表取締役社長）
講演・パネラー 岩堀 一夫（株式会社シャルマン 取締役専務執行役員）
 于　平（福井大学留学生同窓会上海支部 事務局長）
 飛田 英孝（福井大学大学院工学研究科 教授）
コーディネーター 橋本 明弘（福井大学大学院工学研究科 教授）
出　　席　　者 約130名（本学教職員、在学生、留学生、地元産業界、教育関係者等）
主　　　　　催 福井大学
共　　　　　催 福井県留学生交流推進協議会
後　　　　　援 福井県、福井商工会議所

また、上記の研究大会の他に下記の研究会を開催した。
③日本語教育学会北陸地区研究集会

開催日時 平成23年６月18日（土）
会　　場 福井大学総合研究棟Ⅰ　13階会議室
主　　催 日本語教育学会
研究発表 ３件
講　　演： 「JSL児童生徒に対する日本語指導と教科学習支援の関係－教科学習を意識

した「読み書き」支援活動を考える－」
講　　師：池上摩希子氏（早稲田大学教授）
参 加 者：72名

④日本語教育学会北陸地区研究集会
開催日時 平成26年６月21日（土）
会　　場 福井大学総合研究棟Ⅰ　13階会議室
主　　催 日本語教育学会
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研究発表 ３件
活動報告 ４件
講　　演： 「外国人への接し方と話し方　～日本語教育の根っこを考えよう～」講師：

荒川洋平氏（東京外国語大学教授）
参 加 者：76名

２．各教員の研究活動

各教員は、以下のような各分野の研究を行っている。各教員の業績の詳細については、巻末
資料の個人データを参照されたい。

　・日本語教育部
　　　桑原　陽子：日本語教育
　　　膽吹　　覚：日本文学
　・グローバル人材育成部
　　　虎尾　憲史：日本語教育
　　　小幡　浩司：国際交流

３．課　　題

研究紀要の掲載論文が少なく、掲載論文数が多くなることが望ましい。特に、国際交流センター
の日本語プログラムの授業実践や教材作成について、その妥当性や効果を検討した論文・実践
報告がさらに増えることが望まれる。学内の競争的配分経費の獲得によって、音声教材が作成
されたことは大きな成果であった。

平成25年度に開催された福井大学留学生同窓会世界大会は、グローバル人材育成推進事業の
評価・推進を目的に平成28年度にも開催される予定であるが、次の世界大会を有意義なものと
するためには、新たな同窓会支部の開設による支部網の拡大・充実とともに、そのネットワー
クの相互有効利用法の開発と展開が課題となろう。
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Ⅴ．社会貢献

１．社会貢献活動の概要とその考え方

国際交流センターはその規程第３条（業務）第６項に「外国人留学生と地域社会との交流推
進に関すること」及び第７項に「留学生ネットワーク構築に関すること」を掲げている。更に、
中期目標として「国際交流センターに国際交流機能を持たせ，国際交流の一層の推進を図る」
を掲げている。

本項では、社会貢献活動を「１．留学生諸活動を軸とした社会貢献活動」と「２．各教員の
社会貢献活動」に分けてそれぞれ概説する。
「留学生諸活動を軸とした社会貢献活動」における、その事業推進の基本理念は、「地域の産

官学民各層とのネットワーク、福井大学留学生同窓会各国支部網とのネットワーク、在学留学
生組織である福井大学留学生会を軸とした学内ネットワーク、以上３つのネットワークを活用
して地域産官学民との重層的な交流活動を展開し、地域社会の国際化に貢献すること」である。
それは、地域社会の国際化にとどまらず、在学留学生の日本理解と日本人学生の異文化理解を
深化させ、帰国留学生各国との交流を促進し、世界平和を構築すると共に、わが国の国際的な
地位確立に貢献するものである。国際交流センターには相談・交流部門の教員（平成25年度ま
で中島清教員、平成26年度から虎尾憲史教員）が１名配置され、主にその担当教員と国際課が
連携しながら、これらの事業を積極的に展開している。

他方、本学は福井県における基幹大学として、地域各界の諸活動に対して、各教職員がその
専門性を活かした支援や連携活動を展開することを推奨している。そして、国際交流センター
教員も個々の専門性を活かした社会貢献活動を展開している。

２．留学生諸活動を軸とした社会貢献活動

２－１．地域社会との相互支援交流活動

地域社会は温かく留学生を迎え、受入れ、支援してくれている。留学生も地域の国際化のた
めに、何かをし、喜んでもらう。その満足感、達成感、充実感こそが自己の存在意義、社会貢
献の証しとして懐かしい思い出となる。ギブ＆テイクのベクトルは常に双方向の満足感を伴う
が、ギブによる思い出こそが知日派、親日派を育てると認識している。その認識から、小中学
校の総合学習、企業への通訳・語学講師派遣など、地域社会の国際化支援活動を展開している。

国際交流センターとしての留学生派遣状況は平成14年度（25件）から全て記録してあるが、
本報告書該当年度での派遣実績は平成22年度50件、23年度54件、24年度52件、25年度42件、26
年度43件となっている。

尚、これらの件数はあくまでも、相談・交流担当教員が直接介在して派遣したもので、地域
社会との関係が重層に構築される中で、国際交流センターを通さず、留学生が直接、地域各交
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流協会の語学講座講師や文化教室講師、また公民館や幼稚園の活動等に参加している例も多い。
派遣の流れと、派遣実績は下記表Ⅴ－１及び表Ⅴ－２の通りである。

表Ⅴ−１　留学生派遣の流れ

派遣１ヶ月以上前 各小中学校等からの派遣要請受付
  ↓

派遣１ヶ月前 派遣依頼概要書（A4 １頁）を交流担当教員にe-mail送付
  ↓

 派遣依頼概要書の内容調整と確定
  ↓

４週間前 派遣依頼情報を全留学生にe-mailで一斉発信し、参加希望者募集
  ↓

 留学生 ⇔ 交流担当教員 ⇔ 派遣依頼小中学校等で調整
  ↓

 派遣者確定及び派遣者名簿を小中学校へ送付
  ↓

２週間前 小中学校長等より学長宛派遣依頼書を正式送付
  ↓

 国際課派遣稟議起案・決済→　結果を当該指導教員に連絡
  ↓

実施日 留学生派遣

表Ⅴ−２　平成26年度の留学生派遣実績

1 ５月21日 ふくい市民国際交流協会「中国の遊び紹介」　昭和幼稚園 1
2 ５月31日 インターナショナルさかい「国際グラウンドゴルフ大会とBBQパーテイ」 1
3 ６月18日 ふくい市民国際交流協会「マレーシアの遊び紹介」　昭和幼稚園 2
4 ６月22日 ふくい市民国際交流協会「ワールドツアー・スポーツ交流」 ふくい健康の森 1
5 ７月７日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
6 ７月12日 ふくい市民国際交流協会「ゆかたの着付け教室、交流会」　湊公民館 1
7 ７月12日 ふくい市民国際交流協会「韓国のお菓子作りと韓国の紹介」　湊公民館 1
8 ７月12日 福井県国際交流協会「ホームビジットプログラム」 14
9 ７月19日 インターナショナルさかい「市民とのボウリング交歓会」 3
10 ７月26日 ふくい市民国際交流協会「韓国の料理作り」　たんぽぽ児童館 1
11 ８月２日 福井県国際交流協会「浴衣で歩こう！」 13
12 ８月11日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
13 ８月12日 ふくい市民国際交流協会「ワールドツアー夏休み企画」 旧春山保育園 1
14 ８月23日 ふくい市民国際交流協会「ワールドツアー・世界地図を作ろう」 11
15 ８月24日 福井県国際交流協会「和菓子作り体験」 14
16 ９月18日 ふくい市民国際交流協会 多文化共生セミナー「HAFU」上映＆ディスカッション 4
17 ９月27日 ふくい市民国際交流協会「ワールドツアー夏休み企画」 旧春山保育園 2
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18 10月３日 ふくい市民国際交流協会「中国の紹介」　ふれあいサロン六条 1
19 10月６日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
20 10月18日 福井国際交流フェスティバル　「ごみ問題に関する国際アンケート」 60
21 10月25日 日本赤十字社福井県支部「高校生国際交流のつどい」 5
22 10月26日 福井国際交流フェスティバル「Nature Game」ボランティアスタッフ 8
23 11月７日 ふくい市民国際交流協会「マレーシアの紹介」　ふれあいサロン六条 1
24 11月15日 ふくい市民国際交流協会 多文化共生のまちづくり「和菓子作り」　湊公民館 4
25 11月23日 永平寺町吉野公民館「第20回おらが村でも国際交流」 5
26 11月27日 ふくい市民国際交流協会 多文化共生セミナー「世界の国々と比べよう、日本」 2
27 12月１日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
28 12月12日 ふくい市民国際交流協会「中国の紹介」　清水東デイホーム 1
29 12月20日 ふくい市民国際交流協会「ワールドツアークリスマス」 旧春山保育園 3
30 12月21日 福井県国際交流協会「和楽器を体験しよう！」 10
31 12月26日 国際交流センター餅つき大会 4
32 １月19日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
33 １月24日 ふくい市民国際交流協会 多文化共生セミナー「やさしい日本語&節分交流会」 5
34 ２月１日 福井市日本中国友好協会「日中友好交流会『春節の集い』」 30
35 ２月２日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
36 ２月12日 ふくい市民国際交流協会「クロアチアの紹介」　昭和幼稚園 1
37 ２月15日 日中友好協会福井支部「春節祝賀日中友好交流会」 40
38 ２月27日 ふくい市民国際交流協会「フィリピンの紹介」　円山デイホーム 1
39 ３月２日 ふくい市民国際交流協会「韓国水原市とのスカイプによる市民語学交流会」 1
40 ３月８日 ふくい市民国際交流協会「郷土歴史博物館と養浩館見学ツアー」　 9
41 ３月14日 福井観光コンベンションビューロー「おもてなし英会話講座」福井商工会議所 4
42 ３月17日 附属中学校第１学年プロジェクト「日本文化」文化交流部門校外学習国際交流 4
43 ３月26日 ふくい市民国際交流協会「フィリピンの紹介」　東安居公民館 1

２－２．福井県等官界とのネットワークと交流活動

福井県、その傘下の福井県国際交流協会、同嶺南センター、その他各自治体の国際交流協会
との連携交流活動を積極的に実施している。
（１）福井県との連携活動

① 「観光庁2020年オリンピック・パラリンピックに向けた地方の『おもてなし』向上事業に
よる福井県における外国人旅行者受入環境改善に関する調査」への協力

　　意見聴取会議実施時期 平成26年11月
　　モニターツアー実施時期 平成27年２月
　　調 査 協 力 対 象 者 在学留学生、教職員
　　協　　力　　者　　数 ８名
　　調　査　実　施　団　体 ㈿アドビジネスセンター
　　県　側　連　携　部　署 福井県観光営業部
②「スプリングプログラムin 上海」を共同事業として実施
　  　本学日本人学生の国際性涵養をはかるため、大学院入学前導入教育として、平成20年度
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に第１回を開催以来、継続して実施している。２週目は本学側が企画・運営を担当し、教
職員が全期間上海に出張し調整に当たっている。本講座の履修科目は「工学研究科共通科目」
として単位認定される。今後も毎年継続実施する予定である。

（26年度の例）
　　講座開設期間 平成27年３月８日から21日まで２週間
　　講座開設場所 上海理工大学（中国、上海市）、宿泊先も同大学ゲストハウス
　　参 　 加 　 者 福井大学工学部４年生21名、工学研究科１年生５名
　　内　　　　容 １週目　「中国語・中国文化」「工学関係の講義」
 ２週目　「海外企業経営・技術論」及び「海外インターンシップ」
　　講　　　　師 １週目　上海理工大学講師
 ２週目　福井県上海事務所長、現地進出福井県企業経営者
 　　　　及び福井大学留学生同窓会上海支部会員（会社経営者）
　　共 同 事 業 者 福井大学、上海理工大学、福井県、福井大学留学生同窓会上海支部、
　　県側連携部署 福井県観光営業部国際・マーケット戦略課、及び福井県上海事務所
③福井県国際交流会館指定管理者選定委員会に委員長として支援
　  　福井県国際交流会館を管轄する福井県観光営業部観光振興課より委嘱され、指定管理者

選定委員会の委員長として中島教員が平成25年８月６日及び11月１日の両日選定委員会に
参加し、指定管理者の選定に当たった。

④公財）福井県国際交流協会外部評価委員会に委員長として支援
　  　福井県国際交流会館を管轄する福井県観光営業部観光振興課より委嘱され、外部評価委

員会委員長として中島教員が平成26年３月17日、虎尾教員が平成27年３月25日の委員会に
参加し、事業評価と評価書作成に当たった。

２－３．商工会議所等産業界とのネットワークと交流活動

社会・経済のグローバル化が進む中で、地域経済界が生き延びる、更に発展するためには、
各企業の国際化は喫緊の課題である。そして、その柱となるのが、国際戦略を担う人材確保で
ある。

他方、留学生も卒業後、実務経験を身につけたい、更には、人生設計を日本の産業界に求め
たいという学生が増えている。日本社会が抱える少子化、そして、世界的な人的移動と人材確
保競争の中で、国際交流センターとしては、地域国際化支援の核として、地域産業界への人材
供給と留学生の就職支援を目的に、平成13年、14年、18年に「県内企業と留学生の交流会」を
実施した。その結果、留学生の国内就職者は、次のように推移してきている。

表Ⅴ−３   国内就職留学生数の推移

年　　　　度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
国内就職者数 8 6 16 23 9 26 30 19 15 21 20 21 16 16

うち県内就職者 4 2 9 9 4 7 11 8 6 7 10 7 3 3
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平成13年度以降、19年度までは着実に増加していたが、それ以降、20年度、21年度は減少した。
22年度以降やや持ち直したが、25年度から再び減少に転じている。しかし、この数字は必ずし
も就職活動自体が厳しかったということではなく、平成19年度をピークに減り続けている留学
生数の減少に呼応したものと認識している。今後も商工会議所、ＪＥＴＲＯ等と連携しながら、
留学生の国内就職、特に県内企業への就職を推進していきたい。

２－４．ネットワーク誌「こころねっと」の発行及び地域・国際交流ネットワークの構築

①ネットワーク誌「こころねっと」の発行
　  　卒業留学生、在学留学生、教職員、日本人学生、地域産官学民各界とのネットワーク構

築のために国際交流センターネットワーク誌「こころねっと」を創刊号の平成13年秋号以
降毎年発刊している。 平成22年から26年には第11号から第15号をそれぞれ発行した。「こ
ころねっと」の概要は下記の通り。

発行部数 2,300部
体　　裁 Ａ５版、46ページ、カラー印刷
配 布 先  卒業留学生、在学留学生、本学教職員学生、地域国際交流機関・個人、

県下全小中高校、各大学国際交流センター、他
編　　集 在学留学生中心の編集委員会（約10名）
内　　容 在学・卒業留学生投稿記事２／３、センター行事等１／３が目安。
 行事感想、生活・旅行・映画・読書等体験、各国文化・社会紹介
 各国挨拶紹介、各国料理紹介、帰国留学生からのメッセージなど

表Ⅴ−４　「こころねっと」概要

②地域・国際交流ネットワークの構築
　  　地域・国際交流活動を推進するため、卒業留学生を含むネットワーク構築とその活用を

図っている。構築媒体として、「国際交流センターホームページhttp://ryugaku.isc.u-fukui.
ac.jp/」の役割も大きいが、ネットワーク構築の基盤となるのが、住所及びメールアドレス
の登録と管理である。eメールによる受発信で全世界の仲間たちと常時交信し、心の絆を醸
成し日々のコミュニケーションを行っている。

　  　その登録状況は下記のとおりである。
　　ネットワーク誌「こころねっと」発送等のための登録住所概数（ラベル打出用）
 帰国及び在日卒業留学生 1,200件
 県内小中高、企業、機関等 700件
　　情報発信、交流促進のためのメールアドレス概数（携帯等重複）
 帰国及び在日卒業留学生 1,300件
 在学留学生（携帯等重複） 200件
 その他 500件
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また、近年その利用者が世界的に拡大しているフェイスブックについても、その有効利用の
可能性と問題点等を探るため、平成26年度より虎尾教員が個人アカウントによる試用を開始し
ているところである。

２－５．福井大学留学生同窓会活動

①福井大学留学生同窓会設立の背景
　  　昭和45年に福井大学第１号留学生Lim Kim Teck氏が工学部繊維染料学科に入学して以来、

約1960名の留学生が福井大学で学び、約1,500名が帰国し、約220名が卒業後日本国内に就職
して勤務中である。平成13年秋のネットワーク誌「こころねっと」創刊に当たり、帰国留
学生全員の住所ラベルを作成し、冊子を送付した。その中に、「福井大学留学生同窓会登録
用紙」を同封したところ、多数の返信があった。そこが設立の出発点である。

②福井大学留学生同窓会設立
　  　文部科学省より特別配分予算を受け、平成15年11月30日に「第１回福井大学留学生同窓

会大会」を開催。招聘した帰国留学生13名及び在学留学生計91名が参加し、同窓会設立宣
言文を採択した。そして、劉丁会長以下事務局を選任した。

③支部設立の動き
　  　 平成16年12月マレーシアのクアラルンプールで「福井大学留学同窓会マレーシア支部設

立大会」が開催され、支部設立宣言文の採択と事務局選出が行なわれた。その後、タイ、
インドネシア、韓国、西安、上海、杭州、台湾、北京、ハンブルク支部が設立され、平成
20年11月に日本国内支部、そして、平成21年12月にバングラデシュ支部、平成23年12月に
はミャンマー支部が設立された。現在13支部が活動を展開している。

④同窓会の活動
　  　 同窓会支部に期待される活動としては、①支部会員相互の情報交換、交流や連携活動、

②他（国）支部との情報交換、交流や連携活動、③福井大学との交流や情報交換、相互協力、
④福井大学留学生会（在学留学生組織）との交流や情報交換、⑤福井県や県民との経済、文化、
友好交流活動の推進などがある。

⑤福井大学留学生同窓会世界大会の開催
　  　 Ⅳの１－３①でも記載したとおり、平成25年９月８日、福井大学留学生同窓会13支部の

代表等、卒業生27名を含む参加者100名が福井大学文京キャンパス13階会議室に集い、親交
を深めた。平成15年11月30日に福井大学留学生同窓会設立大会を開催してから丁度10年の
節目にあたり感慨深いものがあった。

　  　 「福井大学留学生同窓会13支部内、支部相互及び福井大学とのネットワークを通した協働」
について考える。特に「グローバル人材育成」について考える。また、「同窓会相互間及び
福井大学教職員学生間において情報共有し、親睦を深める」というのが大会の趣旨である。

　  　まず、13支部代表、およびメキシコとブラジルの代表が活動状況について報告し、コーヒー
ブレイクの後、意見交換を行った。（詳細は別刷報告書参照）

　  　世界大会のテーマの一つとして「グローバル人材育成」を掲げた。日本人若者の内向き
志向を打破し、グローバル人材として育成するための文部科学省「グローバル人材育成推
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進事業」に本学が採択されたこともあり、日本人学生のグローバル化教育に留学生先輩た
ちの支援をお願いした。

⑥グローバル人材育成シンポジウム「福井から世界へ －グローバル化への課題－」
　  　Ⅳの１－３②でも記載したとおり、平成25年９月９日、本学に博士留学生として研究留

学経験のあるイリス・ヴィーツォレック氏を基調講演者・パネラーに、福井大学留学生同
窓会上海支部事務局長の于平氏を講演者・パネラーに迎えて行われた。両氏にはその講演
でもディスカッションでも、示唆に富むご意見、ご指摘をいただいた。（詳細は別刷報告書
参照）

⑦「スプリングプログラムin 上海」
　  　２－２　（１）－②で記載したとおり、26年度も第７回「スプリングプログラムin 上海」

を実施した。今後も継続実施の予定である。このプログラムは上海理工大学、留学生同窓
会上海支部、福井県（特にその上海事務所）、及び現地進出福井県企業、４者の共同事業で
あり同会活動のモデル事業と位置付けている。受講科目は工学研究科博士前期課程入学後、
履修科目として単位認定される。また、本プログラムの最終日には関係者への感謝を込めて、
交流会を実施しているが、福井大学留学生同窓会上海支部会員も毎年15名ぐらいが合流し
ている。

⑧「浙江理工大学サマープログラム」
　  　平成23年度より浙江理工大学との協定に基づき中国語学習を中心とした「浙江理工大学

サマープログラム」を共同実施している。応募者が少なくて実施できなかった平成25年度
以外毎年実施されており、今後も福井大学留学生同窓会浙江支部とも連携しながら継続実
施の予定である。平成26年度は「中国江南地域文化体験」短期研修プログラムとして、他
の協定大学からの学生（今回は佐賀大生１名）と合同で実施された。

（26年度の例）
　　講座開設期間 平成26年９月14日から27日まで２週間
　　講座開設場所 浙江理工大学（中国、杭州市）、宿泊先は同大学留学生寮
　　参 　 加 　 者 福井大学工学部５名、工学研究科１名、教育地域科学部３名
　　内　　　　容 午前　「中国語講座」及び「中国文化講座」
 午後　「中国文化体験」及び「フィールドトリップ」
⑨ 独立行政法人日本学生支援機構主催「平成23年度留学生交流実務担当教職員養成プログラ

ム」にて講演
　  　本学の同窓会を中心とした帰国留学生ネットワークが高く評価され、雑誌への投稿、講

演を依頼されることが多いが、平成24年度は下記のとおり東京と大阪で講演した。
　　日　　時 大阪：平成24年３月３日（金）13：30～17：00
 東京：平成24年３月５日（月）13：30～17：00
　　場　　所 大阪：チサンホテル新大阪　東京：東京ガーデンパレス
　　演　　題 「帰国留学生ネットワーク構築」について
 　～ 構築、フォローから相互交流、そして共同事業展開へ ～
  （14：25～15：15）
　　参加者数 大阪65名、東京91名
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　　講 演 者 中島 清 （福井大学国際交流センター教授）
⑩福井大学留学生同窓会タイ支部設立10周年記念総会の開催
　 現在13支部を擁する福井大学留学生同窓会の第２番目の支部として平成16年12月に設立さ
れたタイ支部が昨年末で10周年を迎えたことから、同支部設立10周年記念総会が平成27年３
月14日にバンコク市内で開催され、岩井善郎理事・副学長（研究・国際担当）、虎尾憲史国際
交流センター教授、竹本拓治産学官連携本部准教授らが出席した。
　 在タイ日本国大使館から２名、ふくいバンコクビジネスサポートセンターから２名の来賓
も出席し、タイ全土から駆け付けた同窓生らと共に10周年を祝いつつ、改選された新支部長
アニワット・ハスーク氏（ラジャマンガラ工科大学イサン校教授）のもと、福井大とだけで
なく、タイに進出する福井の企業・団体や県民との交流、連携、協力関係をも更に進展させ
るべく、盛んな意見交換が行われた。

２－６．福井県留学生交流推進協議会

県内産官学民の計30団体機関が会員となり、「福井県における留学生の円滑な受入れの促進及
び留学生と地域住民との交流活動を推進する」ことを目的として活動しているが、国際交流セ
ンターからは、センター長及び相談交流担当の虎尾憲史教員がその運営委員会委員として参画
している。また、福井大学国際課がその事務局となっている。

その主な活動としては、「留学生救済援助金」による国民健康保険料助成、情報交換などであ
る。また、毎年、「福井県留学生だより」を国際課が編集し、発行している。センターの諸活動
もそこに掲載し地域に発信している。

２－７．高志高校のSGH海外研修プログラム支援

平成26年１月25日（日）～２月１日（日）の期間で、タイ王国においてSGH海外研修プログ
ラムを実施した。高志高校生４名は引率教員１名と共に、カセサート大学附属学校（マルチリ
ンガルプログラム）、マヒドン大学インターナショナルカレッジ、マヒドン大学附属学校を訪問
した。生徒達は、授業、プレゼンテーション、ホームステイ体験を通してタイ文化を学ぶと同
時に、タイの教育制度、外国語・異文化理解教育についても理解を深め、同時に、「違い」から
新たに探究すべき課題を得た。また、生徒はプレゼンテーションや、ディスカッションを通して、
日本文化についての紹介を行うなど、異文化コミュニケーションにも自信をつけたようである。
１週間のタイ研修を通して、生徒たちは大きく成長してくれたとの報告を受けた。

平成26年３月、高志高校はスーパーグローバルハイスクール（SGH）の指定を受けた。平成
26年６月には、同校教諭および福井県庁より、SGH海外研修をタイで実施したいので、将来的
な姉妹校協定締結の可能性も視野に入れて、①派遣先高校あるいは大学の紹介と、②SGH海外
研修実施の交渉を行ってほしいとの依頼を受けた。

国際交流センターでは、平成26年９月までに、高志高校が実施を希望するプログラム内容を
吟味し、上記２附属学校と大学を選考、次にSGH海外研修プログラム実施の合意を取り付けた。
平成26年11月には、高志高校教員による研修実施予定の学校・大学の訪問に同行、それぞれの
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学校代表を紹介するとともに、平成26年１月実施のプログラム詳細について最終の協議を行った。
平成27年８月には、SGH海外研修プログラムで約20名の高志高校生をタイの高校、大学に派

遣予定であるが、タイ王国教育省高等教育局の支援も得ながらその準備を進めている。

２－８．課　　題

①地域社会相互支援活動と留学生の学習・研究活動のバランス
　  　留学生の本分は学習・研究等であるため、交流活動によってそれが阻害されてはならない。

交流活動に熱中し過ぎて研究論文作成が疎かになっているという苦情を時折指導教員より
いただく。その意味で、募集においてはあくまで学生個々に直接依頼せず、一斉メールで
募集し、派遣稟議決済後その写しを指導教員に回付することにしている。

　  　又、留学生は遠方の派遣先に自転車で向かうことが多いことから、事故等に備えて派遣
先に一日傷害保険をかけるよう依頼徹底している。

　  　実験などに追われる留学生は交流活動に参加する余裕がなく、小学校等からの要請に沿
う留学生を確保するのはなかなか難しい。従って、余り積極的な派遣活動を展開すること
は出来ず、そのバランスが大切である。

②同窓会各国支部網の活用
　  　 同窓会各国支部網、ネットワーク誌「こころねっと」を通したネットワーク、帰国及び

在日卒業生の住所やe-mailアドレス網は本学、及び地域社会の国際化戦略における重要なイ
ンフラと考えている。小規模大学が海外事務所を持つことは難しいが、同総会支部には本
学の海外支部としての役割を期待し、それを既にお願いしている。

③今後の活動方向
・ 同窓会及び在学生が連携して、地域社会の国際化に貢献できるような活動の模索が必要で

ある。
　  上海支部及び西安支部が編成し来訪したミッション型交流もそのプロトタイプであると言

えるが、ミッション型交流をいかに継続実施できるかも課題である。
・ 本学教員が各国支部と協力して、現地で産官学民の参加者を集めて、シンポジウムや講演

会を実施し、その中から国際共同研究のシーズを発掘し、更にそれに県内企業を巻き込む
ような活動も望まれる。

・ 同窓会支部網の活性化と、活動内容に関する情報交換のために、福井大学同窓会世界大会
の開催の必要性を訴えてきたが、平成25年度に実現した。グローバル人材育成推進事業の
評価・推進を目的に平成28年度にも世界大会を開催する予定である。世界大会を有意義な
ものとするためには、新たな発想による事業展開が課題となる。
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３．教員の社会貢献に関する活動

３－１．地域在住外国人のための日本語ボランティアスタッフの育成

福井県の地域在住日本語学習者の日本語学習支援は，福井県国際交流協会及び各ボランティ
ア団体が中心で行っており，日本語学習支援者育成のための講座が，各種団体により開講され
ている。平成22～26年度は，桑原陽子准教授が以下の講座の講師を担当した。

・ 平成22～26年度　福井県国際交流協会主催　「日本語ボランティア入門講座」基礎Ⅰ，基礎Ⅱ
 （平成18年度より継続）
・ 平成25年度　ＮＰＯインターナショナルさかい主催「日本語指導ボランティア養成講座」

３－２．教員免許状更新講習

福井県教員免許状更新講習において，平成21年度から平成24年度まで，今尾ゆき子教授と膽
吹覚准教授，桑原陽子准教授が以下の講義を担当した。
「小学校国語科授業力育成講座　－広がりのある学習活動に向けて－」
　・国語学の知見を生かした表現学習の構想（今尾ゆき子）
　・国文学の知見を生かした言語活動の構想（膽吹覚）
　・日本語教育の知見を生かした言語活動の構想（桑原陽子）

３－３．国際ゾンタ福井クラブ主催「留学生論文」審査

国際有職婦人奉仕団体である国際ゾンタクラブ福井は，福井県内の留学生を対象とする留学
生論文募集事業を行っている。平成14年度より今尾ゆき子教授が参画して，ゾンタクラブ役員

とともに論文審査を行っており，平成22～24年度も引き続き審査を担当した。

３－４．経済産業省主催「教育機関における留学生支援関係者研修会」における講演

本学の留学生就職支援活動が評価され、講演を依頼されることが多く、平成24年度は下記の
とおり大阪で講演した。

　日　　時 平成24年７月31日（火）13：00～17：00
　場　　所 大阪合同庁舎第一別館３階第４会議室
　演　　題 福井大学における留学生就職支援について（14：50～15：40）
　参加者数 90名
　講 演 者 中島 清（福井大学国際交流センター教授）

３－５．ふくい市民国際交流協会主催「多文化共生セミナー」における講演

福井市多文化共生推進プランに基づき、市民への多文化共生の意識啓発と、市民主体の多文
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化共生活動や外国人市民の自立と社会参画を促すことを目的として、日本人市民と外国人市民
に多文化共生についての理解を深める機会を提供する「多文化共生セミナー」において下記の
とおり講演した。

①多文化共生セミナー第１回：「ＨＡＦＵ」上映会とパネルディスカッション
　日　　時 平成26年９月18日（木）18：00～20：30
　場　　所 福井県国際交流会館第１・第２会議室
　参加者数 40名
　講 演 者 福井市在住外国人、ハーフの方４名
 虎尾憲史（福井大学国際交流センター教授）
②多文化共生セミナー第２回：「世界の国々と比べよう、日本」
　日　時 平成26年11月27日（木） 18：00～20：30
　場　所 福井県国際交流会館第１・第２会議室
　参加者数 40名
　講演者 西出有由美（JICA北陸国際協力推進員）
 虎尾憲史（福井大学国際交流センター教授）

３－６．家庭裁判所における家事調停活動

平成26年12月31日現在福井県内に外国人登録者が11,335人（内福井市3,753人）いるが、国際
結婚のカップルも多い。福井家庭裁判所では離婚、親権、養育費、婚費分担、婦権侵害等々家
庭における様々な問題の調停を行っているが、中島清教員は平成14年10月に福井家庭裁判所家
事調停員、平成16年１月に同参与にそれぞれ任命され、それ以降平成25年度末の退職まで家事
調停及び家事審判業務を行っていた。

留学生や研修生等国際関係業務に35年間携わった経験を生かし、また、海外生活10年の経験
を生かして、その語学力を活用しながら、主として国際結婚における夫婦関係調整の調停を担
当した。

調停業務は申立人と相手方の双方から話を聞きながら、お互いに譲り合いを促し、合意点を
構築していく作業であり、裁判官と協議しながら進める仕事である。申立人や相手方は弁護士
を代理人として同席させることもある。そして、調停の結果である調停条項は裁判における判
決と同等の拘束力を伴う。

月１、２回、そして１回３時間ほどの業務であるが、異文化摩擦に起因する夫婦関係の調整
をするという社会的貢献だけでなく、調停作業を通して調停員自身の社会規範等に関する認識
を深めることもできるので、本学での相談業務にも役立っていた。

３－７．学外者による来訪各種相談

福井大学国際交流センターでは、県内産官学民レベルの国際交流や国際化を推進しているが、
各界との連携業務を展開していく中で、学外者が幅広いテーマについて相談に訪れる。県内各
層の関係者が相談交流担当教員の研究室に各種相談のために来訪している。
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交流活動に関する相談が50.3％、留学生採用に関する相談が34.7％で、この二つで85％を占め
ているが、その外に、研究への協力依頼とか、事件・事故の加害者や被害者の来訪相談もある。

例えば、小学校等で交流活動を開始するに当たって、内容や時間配分、注意点や謝礼金の是
非等についての相談があれば、過去の例を提示しながら、アドバイスするようにしている。

留学生採用について相談があれば、過去の成功例、失敗例を提示しながら、アドバイスする
ようにしている。事業計画が未熟な場合には、留学生採用には時期尚早であるとした上で、福
井県海外駐在員事務所、福井大学留学生同窓会各支部事務局を紹介するなどして、Feasibility 
Studyを十分やるように促している。

３－８．課　　題

各教員の社会活動は，平成22年度以前と比較すると多様化している。さらにその活動は一回
限りのものではなく、継続して行われていると言える。これは，各教員の専門を生かした活動が、
地域に根付いた結果であり、評価されるべきであると考える。今後もこれらの活動を各教員が
継続していくと同時に、教員個人の活動から国際交流センター全体としての活動へと発展させ
ていくことが望まれる。
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Ⅵ．前回外部評価（平成20年6月）以降の改善点

Ⅰ．管理運営

１．将来構想に関する事項

改善を期待する点 改善点

1

留学生センターの業務は、留学生の日本語
教育を中心とした教育業務に重点が置かれて
いるのが現状である。今後は、日本人学生の
海外派遣や海外の交流協定校及び地域社会の
国際化推進への関わりなどが一層求められる
ものと思われる。留学生センターの将来計画
の観点から、センターが今後果たすべき役割
について、国際交流推進機構において十分な
検討がなされることを期待する。

留学生センターは平成23年度に、学内で実
施する学内委員会及び役員会によるセンター
等の評価において、外部評価委員からと同様
の評価を受け、「国際交流活動をより積極的・
機動的に推進するため、全学を上げて有機的・
総合的に国際交流を推進する新たな組織の在
り方」を検討し、既存の留学生センターを発
展的に改組し、平成25年４月に国際交流セン
ターを設置した。

平成25年２月に、福井大学国際交流戦略理
念と目標を次のように掲げた。

【理念】
福井大学は、活発な国際交流および国際水

準での教育・研究を推進し、国際社会に貢献
し得る人材を育成することと、独創的でかつ
地域の特色に鑑みた先端的な教育地域科学研
究、工学研究及び医学研究や医療の実践を通
して世界的に優れた成果を発信することによ
り、国際社会に貢献します。

【目標】
１ ．教育：　国際的な水準で教育を実施し、

21世紀のグローバル社会における高度専門
職業人として活躍できる人材を育成する。
２ ．研究：　教育地域科学・医学・工学の分

野において、伝統や地域特性を活かした研
究拠点を育成し、特色ある研究で世界的に
優れた成果を発信する。 
３ ．社会貢献：　優れた教育、研究、医療を

通して、地域の国際化及び豊かな国際社会
づくりに貢献する。 

2

留学生センターの将来構想の検討はなされ
ているか？また、全学の国際戦略の上で留学
生センターは今後どのような役割を求められ
ているか？

3

多くの大学で留学生センターを国際交流セ
ンターに改組する動きあるが、福井大学独自
の国際戦略構想の中で、例えば、国際交流推
進機構において、全学的な観点から留学生セ
ンターの将来計画について議論する必要があ
る。

4

配置教員の専門性及びセンターの業務内
容から判断すれば、受け入れ留学生に関する
業務、特に留学生の日本語教育に重点を置い
たセンターとして位置付けられている感が強
い。全学的観点からの国際戦略や国際交流活
動における留学生センターの関わりや位置付
けを再検討すると共に、留学生センターの将
来計画についても配置教員数や専門性につい
て業務内容と共に検討することも必要であ
る。
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２．組織・管理運営に関する事項

1

留学生センターの業務が留学生教育に重きが
置かれているが、それ以外にも大学教育の国際
化推進活動（例えば、公募への申請や地域との
国際的連携活動など）の中心的役割を果たす組
織とすることについて検討する。

国際交流センターに、国際教育部門と国際連
携部門の２つの部門を設置している。

国際教育部門には、日本語教育部とグローバ
ル人材育成部があり、外国人留学生に対する日
本語教育、外国人留学生及び海外留学を希望す
る本学学生に対する修学上及び生活上の指導助
言を行っているほか、地域との国際的連携活動
などを積極的に実施している。

国際連携部門では海外との研究交流等を推進
するため、海外大学等との学術交流、海外教育
研究機関等との連携、本学研究者等の派遣・海
外からの研究者等の受入れ、国際的な研究評価
への対応、その他国際交流等の検討・支援等を
行っています。

センター長は学内規定により、学長が副学
長又は教授等の内から選考することとなってお
り、現在は研究・国際担当の理事・副学長がセ
ンター長を、教育・学生担当理事・副学長を副
センター長に当て、センター専任教員と共に、
留学生、本学学生の海外派遣に係る事業への対
応及び大学のグローバル化、地域のグローバル
化の牽引を担うよう備えている。

2

留学生センター長は教育・学生担当理事の兼
任となっており、留学生センターの日常業務は、
主に副センター長が実質的に中心となって活動
している。留学生センターの活性化を表るため
には、センター長の役割や在り方などについて、
選考方法も含めた検討を期待する。

3

留学生センターの運営には、センター長、副
センター長、理事、副学長など様々な役職が関
わっている上、学内の留学生や国際交流に関す
る委員会も多岐にわたっているため、大学の国
際交流活動全体における留学生センターの位置
付けや役割分担などを明確にする必要がある。

4

留学生センター教員は１名が工学部、４名が
教育地域科学部の授業や研究指導を担当するな
ど、教育面での学部との連携は強いようである。
今後、留学生センター独自で地域の国際交流組
織と連携した地域貢献事業などを充実させて行
く上で支障にはならないか？

国際交流を推進する上で学部との連携は必須
であるが、センター設置後に新たに採用してい
る専任教員は学部に属しておらず、全学的立場
でセンターの業務が実施できるような体制とし
ている。

5

留学生センターの運営には、理事・副学長・
センター長・副センター長などが関わっており、
留学生に関する委員会も全学的な委員会から各
学部や研究科における委員会まで多種にわたっ
ている。全学的な観点から、留学生及び留学生
センターに関する委員会の簡素化を表り、留学
生センターが主体的となった委員会組織や運営
体制に向けての検討を期待する。

「国際交流推進機構」は、産学官連携本部と
留学生センターの２組織のみが関連組織であっ
たため本機構を廃止し、平成22年に学長、常勤
理事、各学部長、研究科長等を構成員とする「国
際交流企画会議」を新設し、全学の国際交流に
係る一元的な企画・検討を行う体制を整えた。
当会議に、これまでの国際交流委員会と国際交
流推進機構企画会議の機能を統合し、国際交流
に係る全学的な活動方針を策定することとし
た。また、当会議に専門部会を置き、学術交流
協定に関する事項、国際交流活動に関する事項
等を審議している。さらに、当会議のもと、教
育面の国際交流は「留学生委員会（現国際交流
センター運営委員会）」で、研究面は「研究推
進委員会」でと、各々に個別問題委員会で審議
することとして役割を明確にした。
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6

平成19年度に国際交流推進機構が設置されて
いるが、留学生への日本語教育を担う留学生セ
ンターと共同研究の活性化及び外部資金の導入
を目指す他のセンター等が国際交流推進機構を
構成することにより、留学生センターの独自性
や教育活動の一層の活性化が表られているか？
また、他のセンター等との具体的な連携強化は
可能となっているか？

平成25年に留学生センターを発展的に改組
し、国際交流センターを設置した。当センター
の円滑な運営を図るために「国際交流センター
運営委員会」を置いており、センター長、副セ
ンター長、センター専任教員、各学部選出の委
員により組織されている。当委員会と国際課の
連携により、国際交流センターの運営に係るこ
との他、留学生の受入れや本学学生の海外派
遣に係る事項等について協議している。その
他、センター専任教員会議を毎月開催しており、
種々の情報共有を図っている。

他センターとの連携については、当センター
の教員が、共通教育センターの共通教育委員会
や共通教育自己点検・評価実施小委員会、地域
環境研究教育センターの地域環境研究教育セン
ター全体会議、高等教育推進センターの学生支
援部門会議、語学センターの運営委員会の委員
を務めるなどの実績がある。さらに、各センター
が実施する公開講座や講演・パネルディスカッ
ション開催等の事業等への協力などの他、語学
センターからは、各種情報の英語化においての
協力を得るなどの相互連携が図られている。

また、語学センターとの連携により、言語開
発センター（ＬＤＣ）に日本語教材を配置して
おり、留学生の語学学習環境の整備を行い学習
サービスの向上を図っている。

7

留学生センター教員の採用及び昇任人事に関
する規定及びその手続はどのように行われてい
るか？

全学において、大学教育職員の採用・昇格
に係る人事手続きに関する要項が定められてお
り、センター長が人事計画を作成し、人事計画
に基づき採用・昇格の当該ポストの人事方針及
び公募条件について学長に申請することとなっ
ている

8

留学生センター予算はどのように決められて
いるか？

前年度実績に基づき、財務課において各セン
ター予算が配分されている。センター内におい
ては、前年度実績、事業予定等を参考にセンター
専任会議で協議し、センター長の承認を得る。

9

留学生が関わった事件、事故等についての対
応マニュアルはあるか？また、どのような対応
がなされているか？

国際課では、留学生の対応においても本学学
生に係る関係諸規定等に基づき対処しており担
当の学生サービス課において一部マニュアル化
されているものもある。個々の案件については、
先例等を参考に対処し、重要なものはセンター
長、副センター長の判断を得ている。
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10

日本語と英語によるホームページであるが、
世界中から留学生を集めている状況を考える
と、他言語、特に中国語によるホームページも
必要であると思われる。

受入学生向けホームページにおいては、一部
中国語による情報を掲載しているが、平成２８
年度からの第３期には中国語のホームページの
充実も計画を予定している。

11

留学生に関する事業への担当教員の負担を軽
減し、より効率的かつ効果的に事業を実施する
ため、事務職員と留学生センター教員の連携強
化を表ることが必要である。

平成24年４月の国際交流センター設置後の７
月に国際課を設置し、事務局との連携のもと事
業を推進している。

また、26年４月からは国際交流センター教員
が国際課長を兼任しており、一層の連携強化が
表られている。

３．施設に関する事項

1

施設面に関して、留学生センターが部門別
に別棟になっているのは、早急に改善していた
だきたいと願う。留学生の問題は、通常、日本
語学習、専門、生活問題等、様々なことが重複
している場合が多いため、日常的に教職員間で
のコミュニケーションが重要になってくる。コ
ミュニケーションが不足すると危機管理にも重
要な問題が生じる。

改善の必要性は承知しているが、予算の都合
でこれまで対応できていない。概算要求で国際
交流センター全体が集合できる棟の建設を高順
位で要望している。

日常的な教職員間でのコミュニケーションに
ついては、毎月の専任教員会議で情報交換・情
報共有に努めている。

2
センター施設、教員の研究室が異なるビル内

に散在している状態では、業務を有機的に機能
させるのは困難である。改善が望ましい。

3

留学生センターとしてまとまった施設が必要
である。現状では、日本語教育等を行う教室す
ら不足していることが明らかであり、早急に改
善を期待する。

4

国際交流推進機構の設置による国際交流関係
組織の一元化と併せて、現在学内に分散してい
る施設の一元化を実現し、留学生の就学及び生
活支援体制の強化を実現することを期待する。

４．国際交流・日本人学生派遣に関する事項

1

学術交流協定の締結や教職員及び日本人学
生の海外派遣など、留学生を含めた教育・研究
活動以外の国際交流活動において、留学生セン
ターはどのような役割を果たしているか？ま
た、大学の国際戦略などの策定に留学生セン
ターはどのように関わっているか？

国際交流センターの設置により、学術交流協
定の締結や教職員及び日本人学生の海外派遣な
どもセンター業務に含まれるが、現在は文部科
学省の事業（経済社会の発展を牽引するグロー
バル人材育成支援）に採択されたこともあり、
主に国際課及び支援事業運営の委員会等を中心
に推進している。

大学の国際戦略などの策定については、学
長を主査とする国際交流機会会議が担当してい
る。

―  108  ―



2

日本人学生の派遣は「ポスト10万人計画」に
位置付けられている我が国の重要な留学生施策
であるが、受け入れ留学生の支援に比べて、日
本人学生の派遣には、福井大学の明確な戦略性、
独自性が見られない。全学的な観点から人的、
経済的支援の強化が必要である。

日本人学生の派遣については、文部科学省
の事業（経済社会の発展を牽引するグローバル
人材育成支援）に採択されたこともあり、積極
的に取り組んでいる。語学インストラクターの
採用や留学を支援するコーディネータの採用の
他、学生が適切な時期に最適な研修に参加でき
るよう海外研修プログラムの充実を表ってい
る。

また学生には政府や地域の奨学金利用のサ
ポートをしている他、本学独自の奨学金制度も
用意し、その結果、多くの学生が活用して海外
研修に参加している。

3

留学生と日本人学生の交流推進のためには、
日本人学生から主体的に関わることが重要であ
る。留学生センターの支援の下で、日本人学生
独自の国際交流組織を強化し、その活動を活性
化する必要がある。

留学生をサポートするチューター制度や、留
学生のガイダンスやイベントをサポートする留
学生サポーター制度でも、日本人学生に留学生
と交流するきっかけづくりを作っている。セン
ターで実施するサマープログラムに参加する短
期研修留学生との積極的な交流を表るため、グ
ループワークやフィールドトリップ、ウエルカ
ム／さよならパーティへの本学学生の参加・企
画者を募集するなど、交流の機会の提供を表っ
ている。また、語学センターでは、グローバル・
ハブにて留学生と日本人学生の交流推進のため
のイベントの開催等を実施している

4

留学生センターとしての活動は受け入れ留学
生が中心となったものであるが、全学的な国際
交流活動への留学生センターとして独自の提案
や企画・実施はできないか？

国際交流センターでは国際課との連携によ
り、留学生の受け入れのみならず、全学的な国
際交流活動への提案や企画・実施を進めている。

5

国際交流活動を今後一層推進させるために
は、全学的な理解と協力が必要であるが、この
ための「全学的なポリシー」は策定されている
か？

平成25年２月に、福井大学国際交流戦略理念
と目標を掲げ、ホームページに掲載している。

また、平成27年４月には学長が全教職員向け
に、本学のグローバル化に向けてのメッセージ
を発信している。

6

他大学との連携による留学生センター独自の
国際交流事業の実施は考えられないか？

平成27年４月から６月までの３ヶ月間と９月
に実施予定の大学連携リーグ「ふくい企業学」
に、国際交流センター教員が講師として参加す
ることで調整を行った。このイベントは県内の
大学教員と福井県起業家が集まり、県内大学生
を対象とし、レクチャーやディスカッションを
通して、グローバリゼーションやグローバル人
材育成について学ぶ機会を与えるものである。
国際交流センター教員は、レクチャーと、「ふ
くい企業学」に福井大学留学生を参加させ、よ
り多文化な交流空間を創出する役割を担う。
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7

日本人学生の海外留学支援相談は、担当者の
健康上の事情もあって、相談件数が極端に少な
く、実際に交換留学生として送り出す学生も毎
年数名にすぎないと書かれている。福井大学の
理念「・・国際社会に貢献し得る人材の育成」
を実現するためには、何らかの工夫が必要であ
ろう。

国際課にコーディネータ２名を配置し、海外
留学支援相談の対応を実施している。文部科学
省の事業採択もあり、積極的に海外留学を推奨
し様々な取組・支援の結果、平成26年度の留学
者数は227名と大幅に増加している。

５．留学生受入れに関する事項

1

日韓共同理工系学部留学生の受入れに関して
なにか尽力しているのだろうか。それとも無理
をする必要はないという方針なのか。

これは、韓国の学生側に留学希望大学の選択
権があり、都会の一流大学志向が強い。したがっ
て、尽力のしようがなく、無理をしようにもで
きない案件である。

６．地域連携に関する事項

1

留学生支援の充実を表るには、地域の各種国
際交流組織との連携強化も必要であるが、この
点に関する留学生センター独自の取組みを積極
的に展開、強化する必要がある。

（公財）福井県国際交流協会、（公財）福井県
アジア人材基金等、県内国際交流組織との連携
表り、留学生に向けての支援（交流イベント、
日本語能力診断試験の受験料助成や就職活動支
援等）の広報・手続き支援等を実施している。

2

福井県・福井市など地方行政機関が地域の国
際化について留学生センターに期待する点も多
いと思われるが、地方行政機関との関係強化に
対する具体的な方針はあるか？

第３期の中期目標に、地域のグローバル化
を牽引する核となる大学になることを掲げてい
る。また、地（知）の拠点の事業において、地
方行政機関との連携強化ができており、グロー
バル化の牽引に向けて取り組んでいく。

７．学生支援に関する事項

1

新入学の留学生に配布する「留学生生活ガイ
ドブック」を発行しているか。

新入学の留学生を対象に、３～４日のガイダ
ンスを実施しており、「留学生生活ガイドブッ
ク」を配付し、生活の注意事項の説明等を実施
している。もっとも大事な市役所や銀行の手続
きについては、大学内で手続きが完了できるよ
うガイダンス内で実施している。

2

福井大学留学生250人の約60％は中国人であ
るが、中国人留学生148人のうち131人（88.5％）
が私費留学であることなどを考慮すれば、更な
る資金援助が望まれる。

大学においても交換留学生は入学金、授業共
に免除であるが、交換枠外の協定校の交換留学
生については入学金免除としている。

日本学生支援機構（JASSO）等の奨学金獲
得の努力をしている他、本学独自の奨学金制度
を用意している。

また、短期ではあるが科学技術振興機構
（JST）のさくらサイエンスプラン等にも積極
的に応募し、無料の留学機会の提供にも努めて
いる。
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８．研究・教育に関する事項

1
この４年間の研究業績が無い教員もいるが、

論文の本数等をある程度義務化することはでき
ないだろうか。

19～26年度に、センターとして学内学外の資
金を獲得した実績は、以下の通りである。

〔学内〕
・ 平成19年度福井大学競争的配分経費（教育に

関する評価経費）「初級学習者向け仮名教材
の作成」（代表者：桑原陽子　金額200〔千円〕）

・ 平成19年度福井大学学術地域交流支援金「福
井大学留学生同窓会上海支部交流ミッション
受入れ事業」（代表者：中島清　金額：250〔千
円〕）

・ 平成23年度福井大学競争的配分経費（教育
評価に基づく競争的経費）「入門期の日本語
学習者のためのかな学習用教材“Japanese 
KANA workbook”対応音声教材の作製」（代
表者：桑原陽子　金額：200〔千円〕）

〔学外〕
・ 平成19年度中島記念国際交流財団助成留学生

地域交流事業「福井大学及び福井大学留学生
同窓会上海支部と福井地区産官学民各界との
相互ネットワーク整備事業」（代表者：中島
清　金額：520〔千円〕）

2
留学生センター教員の個人研究以外に、学内

外及び国内外との共同研究の実施など、より幅
広い研究体制の構築を期待する。

3

今後、研究費の確保は一層困難な状況になる
ことが予想されるが、留学生センターとして外
部資金の導入に向けた独自の取り組みが必要で
ある。

4

留学生センター教員の研究費として外部資金
を獲得するため、留学生センターとして各種公
募事業へ応募した経験はあるか？また、計画は
あるか？

5

研究と教育の整合性が求められているが、留
学生センター教員の学部、研究科における研究
成果は留学生教育にどのように活用されている
か？

Ⅱ．教育・研究

１．日本語教育部所属教員の管理運営に関する事項

改善を期待する点 改善点

１

「専任教員の突発的病気欠勤」「専任教員の突
発的な病欠・休職」「長期にわる・・・」とい
う事態が起こったようである。そのような事態
はどこでも起こりうるとはいえ、カリキュラム・
シラバスや担当教員の変更、謝金の捻出、それ
に伴う他のコースの授業数の削減などの大きな
負担をセンター全体に負わせ、同時にプログラ
ムのレベル低下を招きかねない。健康管理など
の積極的な努力と工夫が望まれる。

健康管理については、全学で年１回の一般
定期健康診断、生活習慣病検診（がん検診等）、
年２回の健康測定（血管年齢・ストレス測定、
物忘れ相談、骨密度測定等）を実施しており、
受診について周知徹底している。

その後、そのような事態は起こっていない。

２

旧福井医科大学の松岡キャンパスで行われる
補講は、人事も経費もすべて医学部が管理運営
している。全学の日本語教育を担う留学生セン
ターとしては、人事とクラスの運営に関して権
限を持つ必要はないだろうか。

松岡キャンパスの日本語教育については、従
来どおり松岡キャンパスの中で管理・運営がな
されている状況である。

今後は国際交流センターの責任ある体制の下
で、松岡や敦賀のキャンパスも含めた全学の日
本語教育について、人事と運営を行うように改
めたい。
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３

センター教員はセンター省令化以前の学部専
門科目等の科目を担当し、貢献している。しか
し、センター教員の本務はセンターの授業であ
るので、全学への貢献は、あまり大きな負担と
ならない程度が望ましい。（大学院・学部・共
通教育が過重負担とならないよう、留学生教育
とのバランスに一層配慮して欲しい。）

平成28年度から教育組織と教員組織の分離に
よる新体制がスタートする。その中でセンター
のミッションも議論されている。その中で、セ
ンター教員の本務は、日本語教育部は留学生に
対する日本語・日本文化の教育と研究、グロー
バル人材部は留学生の生活指導、就職支援、地
域交流、日本人学生の海外留学支援などである
ことが再確認された。

２．日本語研修コース

１

自己点検・評価報告書にも年報にも、受講生
の修了成績とその評価基準が示されていないの
でコースの成果が外部の者にはわかりにくい。

修了生の修了成績の基準は、次のように決め
られている。日本語（文型文法）、日本語（作文）、
日本語（漢字）、日本語（文化）、日本語（情報
処理）の各授業担当者が、それぞれ100点満点
で評価する。修了成績は、開講コマ数に応じて、
次のように算出する。［日本語（文型文法）］×
0.5＋［他の４科目］×0.125＋［修了発表実施］
10

２

本コースに一般の私費留学生の受講を認めて
いないのはなぜか。

日本語研修コースは、「日本語（文型・文法）」
の授業を１日２コマ（１週間に計10コマ）開講
している。そのうちの５コマ（毎日１限目）は
全学日本語コースの日本語Ⅰとの合同授業であ
り、私費留学生と協同で学習を行っている。一
方、日本語研修コースは、コース修了時に日本
語によるプレゼンテーションを行うことになっ
ている。プレゼンテーションのための語彙・表
現の拡充やレポート作成、発表用PPT作成な
ど、修了発表準備に特化した学習が必要である
ため、全学向け日本語コースとの合同授業以外
は、私費留学生の受講は認めていない。

３．短期留学プログラム

１

受講者が１～２名である「はじめての作文」
のようなクラスに関しても、全学向け日本語
コースや日本語研修コースと合同で行うという
工夫があってもよいと思われる。

日本語研修コースは，秋学期（後期）のみの
開講であり，「はじめての作文」等の技能クラ
スは春学期（前期）開講であるため，日本語研
修コースとの合同は不可能である。全学向け日
本語コースではこれまで技能別クラスを設けて
こなかったが、現在その開講と合同クラスでの
運営を併せて検討中である。
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２

日本語修得の遅れが著しい学習者に対して、
平成15年度に謝金講師が無報酬で週１回90分の
補講を10回行ったことは、教師側の教育に対す
る熱心さを表しているとはいえ、無報酬による
奉仕に支えられる体制は、改善すべきだと思わ
れる。

平成19年度以降はそのような事態は報告され
ていない。

４．日韓共同理工系学部留学生プログラム

１

このプログラムによる留学生受入れを実現す
るための留学生センターとしての積極的な働き
かけが必要である。

同プログラムは、学生の希望に応じて受入大
学が決定されているため、開始当初から有名大
学に希望と受入が集中しており、本学を希望し
てもらうための働きかけは難しい状況が続いて
いる。

５．全学向け日本語コース

１

全学の大学院生等の日本語能力を養成するに
は、わずか４段階のレベル編成では無理があり、
１つの段階の留学生の日本語能力に大きな差が
あると推察される。経費の問題が大きいと思わ
れるが、何らかの工夫が欲しい。

日本語Ⅰ～Ⅲは留学生のニーズも高く、それ
なりの受講者が確保されているが、日本語Ⅳは
改善が必要であると認識している。現在、日本
語Ⅳレベルを技能別クラスとして開講すること
を検討中である。また、平成22年度より新たに
日本語能力試験対策講座（Ｎ１・Ｎ２）を開講
し、留学生のニーズに応えるべく改善に取り組
んでいる。

２

日本語関係の授業が他の必修科目と重なって
いて履修できない場合がある。そのような時は
例えば５限に開講することなどの工夫が必要で
はないか。

本コース受講者の大半は工学研究科の大学院
生である。彼らの授業・実験・研究は午後から
夜間にかけて行われることが多い。日本語科目
は彼らの実情に配慮して、初級レベルを午前中
に、中級以上を昼間に開講することで、留学生
のニーズに応えている。

６．英語教育

１
英語力の低い留学生のための英語の授業が行

なわれたが、残念ながら継続手ではない。
平成23年度に語学センターが設置され、本学

の英語教育の充実が表られている。

２

留学生センターが留学生の英語能力向上へ
の支援をすることは理解できるが、留学生セン
ター教員の配置状況から困難な面が多いことが
推測される。全学的な協力体制の下で実施する
方策について留学生センターを中心に検討して
ほしい。
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７．共通教育・大学院・学部科目

１

「工業日本語」のニーズも高いようであるが、
40名を越す授業では効果が望めない。小規模ク
ラスに分割したり、TAを補助教員として使う
ような仕組みを工夫してはどうか。

受講者数は、平成22年度以降40名を下回り、
25年度以降は30名を下回って推移しており、状
況は改善されている。

８．研究・教育に関する事項目

1

この４年間の研究業績が無い教員もいるが、
論文の本数等をある程度義務化することはでき
ないだろうか。

日本語教育部の教員はそのミッションとして
留学生に対する日本語・日本文化に関する教育・
研究が掲げられており、それに従って研究論文
を発表することは当然であるが、各教員の専門
分野の特性もあり、定量的な義務化は設定して
いない。また、グローバル人材部の教員は実務
家教員であり、そのミッションとして研究論文
を発表することの優先度は高くないが、留学生
の就職や地域交流、日本人学生の海外留学など
について提案し、情報を発信していくことは必
要であろう。

2

留学生センター教員の個人研究以外に、学内
外及び国内外との共同研究の実施など、より幅
広い研究体制の構築を期待する。

桑原教員は，国立国語研究所の研究員として
「日本語非母語話者の読解コーパス」構築研究
を行っている。また，他大学の研究者との共同
研究により以下の科研費を獲得している。
・ 「実践的な読解教育実現のための日本語学習

者の読解困難点・読解技術の実証的研究」（基
盤Ｂ　平成23年～26年，研究分担者）

・ 「コミュニケーションのための日本語ウェブ
教材の作成と試用」（基盤Ａ　平成24年～25
年，研究分担者）。また、膽吹教員は平成21
年に本学教育地域科学部教員並びに同附属学
校教員等と共同で「ふくい文化研究会」を発
足させ、地域教材として『越前若狭いろはか
るた』を開発・製作した。その後、26年度ま
で継続して『越前若狭いろはかるた』を教材
とした留学生を対象とした福井学（共通教育
科目「日本事情」）を実践し、その授業実践
報告として「日本事情におけるアクティブ・
ラーニング－『越前若狭いろはかるた』を使
用した授業の紹介－」（25年）を発表した。
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3

今後、研究費の確保は一層困難な状況になる
ことが予想されるが、留学生センターとして外
部資金の導入に向けた独自の取り組みが必要で
ある。

19～26年度に、センターとして学内学外の資
金を獲得した実績は、以下の通りである。今後
も外部資金の導入に向けて、一層の努力を続け
るつもりである。なお、個人が獲得した科研費
などの外部資金については、巻末資料Ⅲに教員
ごとに記載したので、そちらをご覧いただきた
い。

〔学内〕
・ 平成19年度福井大学競争的配分経費（教育に

関する評価経費）「初級学習者向け仮名教材
の作成」（代表者：桑原陽子　金額200〔千円〕）

・ 平成19年度福井大学学術地域交流支援金「福
井大学留学生同窓会上海支部交流ミッション
受入れ事業」（代表者：中島清　金額：250〔千
円〕）

・ 平成23年度福井大学競争的配分経費（教育
評価に基づく競争的経費）「入門期の日本語
学習者のためのかな学習用教材“Japanese 
KANA workbook”対応音声教材の作製」（代
表者：桑原陽子　金額：200〔千円〕）

〔学外〕
・ 平成19年度中島記念国際交流財団助成留学生

地域交流事業「福井大学及び福井大学留学生
同窓会上海支部と福井地区産官学民各界との
相互ネットワーク整備事業」（代表者：中島
清　金額：520〔千円〕）

4

留学生センター教員の研究費として外部資金
を獲得するため、留学生センターとして各種公
募事業へ応募した経験はあるか？また、計画は
あるか？
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5

研究と教育の整合性が求められているが、留
学生センター教員の学部、研究科における研究
成果は留学生教育にどのように活用されている
か？

桑原教員の専門領域は日本語教育であり，そ
の研究成果は本学の留学生教育に活用されてい
る。研究と教育の連携の具体例は，以下のとお
りである。（１）非漢字系日本語学習者による
漢字熟語の意味推測研究の成果をもとに，短期
留学プログラム「はじめての漢字」シラバス
作成。（２）読解研究からの知見は，共通教育
科目上級日本語における読解指導で活用。（３）
コミュニケーションのための日本語教育研究か
らの知見は，特に教員研修留学生向けの作文指
導のシラバス構築で活用。また膽吹教員は学部
共通教育科目「日本事情」では本学教育地域科
学部教員並びに同附属学校教員等と共同で地域
教材として『越前若狭いろはかるた』を開発・
製作した。その後、26年度まで継続して『越前
若狭いろはかるた』を教材とした留学生を対象
とした福井学（共通教育科目「日本事情」）を
実践し、その授業実践報告として「日本事情に
おけるアクティブ・ラーニング－『越前若狭い
ろはかるた』を使用した授業の紹介－」（25年）
を発表した。また、本書巻末の教員個人データ
に掲載した通り、膽吹は日本近世文学に関する
研究論文（『玉勝間』を中心に）を複数発表し、
その成果を活かして大学院科目「国文学特論Ⅰ」

「国文学特別研究Ⅰ」（留学生も受講）で、近世
の随筆『玉勝間』の講読を行なっている。

９．研究

1

総体として、日本語教育に関する論文が少な
いと思われる。

非常勤講師の先生方との共著による教材開発
報告や授業の実践報告の紀要論文発表を行って
いるが，まだ本数が少ないことは事実であり，
今後も努力したい。

2

外部の査読付き学術論文に採用される論文数
が増えることが望ましい。

研究分野を問わず、査読付き学術論文に採用
されることが望ましいことは論を俟たない。こ
の問題は、教員各自がその専門分野において、
今後も努力し続けるしかない。

3

各自の専門分野の研究の他に、留学生セン
ターとして共同で取り組む、日本語教育に関す
る研究があればよいのではないか。留学生セン
ターとして外部資金の導入に向けた独自の取り
組みが必要である。

各コースの指導内容に結び付くような学習者
の言語使用に関する調査の実施や、福井方言も
まじえた本学独自の日本語教科書の開発等々、
センターとして共同で取り組むべき課題につい
て、外部資金導入により実現を表っていきたい。
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4

福井大学留学生センターとして特徴ある日本
語教材の開発を期待したい。例えば、専門別テ
キストなど。

以下の２つの教材を開発し，学習者に無料で
提供している。
・ 初級学習者向け仮名教材“Japanese KANA 

workbook”を（平成19年度福井大学競争的
配分経費）

・ “Japanese KANA workbook”音声教材（平
成23年度福井大学競争的配分経費）

5

事前学習としての「ひらがな」導入について、
今後は是非、データを取り、研究につなげて欲
しい。

現在，学習者の多様化によって，ひらがな習
得に時間がかかる学習者が増えており，それら
の学習者に対する会話中心クラスの開講を検討
中である。「ひらがな」の事前学習導入の効果
に関する研究も重要だと考えているが，文字に
できるだけ頼らない初級クラスの開講と，その
後の学習の継続のための文字学習のあり方が現
在の研究課題である。

Ⅲ．学生支援

改善を期待する点 改善点

１

施設面に関して、留学生センターが部門別に
別棟になっているのは、早急に改善していただ
きたいと願う。留学生の問題は、通常、日本語
学習、専門、生活問題等、さまざまなことが重
複している場合が多いため、日常的に教職員間
でコミュニケーションが重要になってくる。コ
ミュニケーションが不足すると危機管理にも重
要な問題が生じる。

平成27年３月30日現在、国際センター教員に
ついて施設面の問題は解決されていない。した
がって、月１回の専任会議や、日常のコミュニ
ケーションを通して、学生が抱える各種問題の
解決、および危機管理を行っている。

２

留学生の相談業務は、指導・相談部門教員を
中心に実施されているが、他の留学生センター
教員の関わりが不明瞭である。

指導・相談部門教員以外の国際交流センター
（留学生センター）教員も、内容によっては、
学生から生活上の問題点や悩みなどの相談を直
接受け、それに対応している。また、教員間で
連携を取りながら、指導・相談部門教員以外の
国際交流センター（留学生センター）教員は、
主に以下のような相談に対応している。
① 日本語・日本文化関連分野、あるいはその他

学術分野における教育・研究上の相談
② 進路相談（進学・就職）
③ 教員が持つ経験、ネットワーク、専門領域の

ために、指導・相談教員から依頼を受けた学
生相談への対応、など。
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３

日本人学生の派遣は、「ポスト10万人計画」
に位置づけられている我が国の重要な留学生施
策であるが、受入留学生の支援に比べて、日本
人学生の派遣には、福井大学の明確な戦略性、
独自性が見られない。全学的な観点から人的、
経済的支援の強化が必要である。

平成24年度に福井大学は、グローバル人材育
成推進事業（「スーパーグローバル大学等事業 
経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成
支援」に名称変更、以下GGJと表記）に採択さ
れた。『Global Imagineer（その地域にあったモ
ノを作り出す創造力あるエンジニア。文化違い
を超えて互いにモノ作りを行うことのできる人
材』の育成を目的とし、英語教育と海外短期研
修プログラムを一つの柱として、語学、コミュ
ニケーション、異文化理解のそれぞれの能力を
身に付けさせること、向上させることを狙いと
した。さらに、海外短期研修プログラムへの参
加が、中長期の留学プログラムへの参加増へと
繋げるという戦略も描いている。

海外短期研修について、プログラム数も参加
者人数も毎年増加している。平成24年度は11本
のプログラムを実施、128名が参加した。平成
25年度は37本のプログラムを実施、205名が参
加、平成26年度は、43本のプログラムを実施、
230名の学生が参加した。わずか２年の間で、
海外短期研修プログラム参加者数は、80％の伸
びとなっている。

奨学金支給について、平成26年度は、海外
短期研修プログラム参加者のうち、47％が「日
本学生支援機構海外留学支援制度（短期派遣）」
奨学金を受給、43％が本学独自の奨学金である

「福井大学学生海外派遣支援金」を受給、さら
に１％がその他の奨学金（若狭湾エネルギー研
究センターによる奨学金、医学部奨励金）を受
給するなど、合計で91％の参加者がいずれかの
奨学金を受給されている。参加者の内、残りの
９％はいずれの奨学金受給条件も満たさないこ
と、または受給希望がないことから奨学金の利
用に至らなかった。

参加者数に占める学部・学科別参加者の割合
が、本学在籍者数に占める学部・学科別参加者
の割合とほぼ一致していることから、海外研修
プログラムは既に全学的な取組になっているも
のと考える。
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４

留学生と日本人学生の交流推進のためには、
日本人学生から主体的に関わることが重要であ
る。留学生センターの支援の下で、日本人学生
独自の国際交流組織を強化し、その活動を活性
化する必要がある。

平成26年度から、留学生サポーター（スチュー
デント・アシスタント制度）を新設、オリエン
テーションや必要時の、外国人留学生のサポー
トを提供できるシステムをスタートさせた。　
さらに、国際交流センターでは、グローバル・
ハブを運営する学生、および（上記の）留学生
サポーターに声をかけ、短期研修プログラム（約
２週間程）で本学に留学してくる学生と本学学
生の交流を目的として、共同でイベントの企画
と実施を行っている。

＊ グローバル・ハブ：語学センターが管理する
グローバル・ハブでは、国際交流のさまざま
なイベントが留学生、日本人学生によって企
画、実施されている。

５

留学生支援の充実を表るには、地域の国際交
流組織との連携強化も必要であるが、この点に
関する留学生センター独自の取組を積極的に展
開、強化する必要がある。

平成26年度から、学期開始時の留学生のため
のオリエンテーションにおいて、以下の団体を
本学に招聘し、留学生支援に多大なご協力をい
ただいている。
福井市役所住民課：外国人登録
福井銀行　　　　：銀行口座開設
携帯電話会社　　：携帯電話加入申し込
福井県警察署　　： 事故・犯罪防止と安全管理）

についてのプレゼンテー
ション

福井県国際交流会館： ホームビジットプログラ
ム等、各種国際交流イベ
ントの案内

　さらに、平成26年度には名古屋入国管理局福
井出張所の所長を招待し、入国管理法とその運
営について教職員へのレクチャー、質疑応答の
機会を設けた。
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６

日本人学生の海外留学支援相談（p.57）は、
担当者の健康上の事情もあって、相談件数が極
端に少なく、実際に交換留学生として送り出す
学生も数名にすぎない（p.58）と書かれている。
福井大学の理念「・・国際社会に貢献し得る人
材の育成」を実現するためには、何らかの工夫
が必要であろう。

平成24年度に採択されたグローバル人材育成
推進事業（「スーパーグローバル大学等事業 経
済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支
援」に名称変更、以下GGJと表記）により、２
名の留学コーディネーターを採用、国際交流セ
ンター教員と協力して、短期海外研修プログラ
ム、交換留学、「トビタテ」、「カケハシ」等に
ついて、説明会、オリエンテーション、帰国報
告会を行っている。その成果として、学生から
の各種留学相談が相当数の伸びを見せ、留学参
加者も平成24年からわずか２年で80％の伸びと
なった。

また、効率良い相談が可能となるよう、留学
説明会の他に、ウェブサイト、メールングリス
ト作成とメール、留学ラウンジの解説と閲覧資
料の充実等、充実した情報とその提供を行って
きている。

７

海外留学を希望する一般学生に対する積極的
な働きかけ、また、留学生と日本人学生との交
流活動がより活発化することを期待する。

新入生オリエンテーション時の留学オリエン
テーション、海外短期研修プログラム説明会、
交換留学説明会、ウェブサイト、メーリングリ
スト、グローバル・ハブ、留学生サポーター制
度、留学ラウンジ、留学相談、国際交流イベン
ト各種を通じて、留学への動機づけ、国際交流
の活発化を推進している。

さらに、平成26年度には、『University Lecture 
Series』と題して、前期30回、講義20回にわたっ
て、語学センター教員を中心とした60分回の英
語による講義を実施した。講義は60分間、人文・
社会学の分野から教員が自由にテーマを選ぶと
いうもので、受講生のほとんどが留学を希望し
ている学生であった。講義終了と同時に、前後
期それぞれ１回ずつ、TOEFL ITPを実施した。
570以上が２名、550以上が２名、平均で530を
上回るなど期待以上の成果を収めることが出来
た。

８

福井大学留学生250人の約60％は中国人であ
るが、中国人留学生148人のうち、131人（約
88.5％）が私費留学生であることなどを考慮す
れば、さらなる資金援助が望まれる。

学生支援機構などの公的機関、および民間団
体からの各種奨学金情報の周知を徹底し、申請
準備を十分に行うことで、奨学金の受給を拡大
していきたい。
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Ⅳ．社会貢献

改善を期待する点 改善点

１

福井大学留学生センターの地域交流活動がよ
り活発に推進されるように、チラシやポスター
等で県内の学校や企業等に啓発する必要がある
と考える。

例えば、現段階で学校現場が入手できる情報
は、県の国際交流協会を通して得られる出張講
座講師としての派遣の情報のみであり、一層柔
軟で自由な活用を促す情報の提供が望まれる。

ホームページを開かなくても、地域交流活動
について自然と人々の目に入るような情報があ
れば、より多くの人に周知することができ、交
流活動が活性化するとともに、留学生にとって
も地域の国際化に貢献できる場が増えることに
繋がると思われる。

本学は教育が本分の教育機関であり、セン
ターも地域交流活動を本業としているわけでは
ないので、積極的な広報・啓発活動にも限界が
ある。

他方、現在では、県の国際交流協会だけでな
く、ふくい市民国際交流協会が公民館や児童館
と連携して更に活発に地域交流活動を展開して
おり、坂井市や丸岡町、永平寺町の地域交流活
動にも留学生を派遣するなど、各地域の国際化
支援への協力は進展しており、留学生の地域貢
献の場は広がっている。

２

多くの大学が直面している課題でもあるが、
福井県の中核大学として ｢留学生交流推進協議
会」の活用により県、市や商工会議所などとの
一層の連携強化を表って欲しい。これはさらに
県内の他大学との連携事業の活性化にも繋がる
ことも期待できる。また、県外の大学との共同
事業の実施も福井大学のみならず、地域社会の
国際化推進にも貢献するものである。

外国人旅行者受入環境改善に関する調査への
協力や、国際交流協会の活動への協力など、県
との連携、並びに、ふくい市民国際交流協会を
通じた市との連携に比べ、商工会議所との連携
が薄くなっている感があるので、強化に努めた
い。

県内他大学との連携については、留学生向け
就職支援プログラムの共同開催が検討されてい
るところである。

県外の大学との共同事業についても、今後検
討していきたい。

３

国際交流活動への地域社会の期待に応えるた
めにも留学生センターの社会貢献事業を一層充
実させることが必要である。特に、地域社会と
の連携事業のみではなく、留学生センター独自
の社会貢献事業の実施を期待する。

これまでのところ、国際交流センターが独自
に社会貢献事業を実施するまでには至っていな
い。

４

留学生センターの社会貢献を一層活性化する
ためにも他の部署との連携や留学生や日本人学
生も巻き込んだ活動が必要である。

他の部署や日本人学生も関係する活動は、こ
れまでも県の国際交流協会、ふくい市民国際交
流協会により実施されてきている。

５

個別的な活動を留学生センターの活動として
位置づける方向が望ましい。

何をもって個別的な活動というのか分からな
いが、独自の活動ということなら、上記３に同
じ。
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６

特に地域ボランティア団体との関係など、教
員個人のつながりが続くと教員個人の負担が増
すのみならず、個人で対応できない時にはそこ
で関係が希薄になりがちである。留学生セン
ターとして対応できる仕組みも考えていく必要
があるのではないか。

この点については、平成26年度の相談・交流
担当教員の交代により関係が希薄になっている
団体等があると思われ、まだまだ改善の余地が
残されているものと思料する。
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３．学術交流協定締結状況一覧
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４．主な行事（平成22年度～26年度）
平成22年度

４月
 短期留学プログラム授業開始（４月５日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（４月12日）
 海外留学説明会及びKSS説明会（４月13日）
 留学生オリエンテーション（４月16日）
 全学補講日本語コース授業開始（４月19日）
５月
 福井大学祭文京キャンパス（５月29日～５月30日）
７月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（７月３日）
 平成22年度外国人留学生進学説明会（７月22日）
 授業終了（７月27日）
９月
 日本語能力試験対策クラス授業開始（９月15日）
10月
 短期留学プログラム授業開始（10月１日）
 日本語研修コース開講式（10月８日）
 留学生オリエンテーション（10月15日）
 日本語研修コース授業開始（10月18日）
 全学補講日本語コース授業開始（10月18日）
 福井大学祭松岡キャンパス（10月23日～10月24日）
11月
 福井大学留学生同窓会杭州支部大会（11月５日）上海支部大会（11月6日）
 福井県留学生交流推進協議会総会・運営委員会（11月17日）
12月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（12月1日）
 海外留学相談会（12月6日～9日）
 海外留学説明会（12月10日）
２月
 授業終了（２月3日）
 平成22年度春季留学生見学旅行：（於）京都（２月18日）
 日本語研修コース修了発表会と修了式（２月23日）
３月
 留学生と教職員との交歓会（３月４日）
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平成23年度

４月
 短期留学プログラム授業開始（４月７日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（４月12日）
 留学生オリエンテーション（４月15日）
 全学補講日本語コース授業開始（４月18日）
 留学カフェ（４月26日）
５月
 福井大学祭文京キャンパス（５月27日～５月29日）
６月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（６月29日）
７月
 平成23年度外国人留学生進学説明会（７月20日）
 授業終了（７月29日）
９月
 日本語能力試験対策クラス授業開始（９月13日）
 福井大学留学生就職支援プログラム　全15回（９月９日～１月６日）
10月
 短期留学プログラム授業開始（10月11日）
 日本語研修コース開講式（10月12日）　
 留学生オリエンテーション（10月14日）
 日本語研修コース授業開始（10月19日）
 全学補講日本語コース授業開始（10月17日）
11月
 福井大学留学生同窓会上海支部大会（11月５日）
 留学カフェ（11月25日）
 日本語能力試験対策クラス授業終了（11月29日）
12月
 福井大学留学生同窓会ミャンマー支部設立大会（12月17日）
２月
 授業終了（２月３日）
 平成23年度春季留学生見学旅行：（於）京都（２月17日）
 日本語研修コース修了発表会と修了式（２月13日）
３月
 留学生と教職員との交歓会（３月６日）
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平成24年度

４月
 短期留学プログラム授業開始（４月９日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（４月９日）
 留学生オリエンテーション（４月13日）
 全学補講日本語コース授業開始（４月16日）
５月
 福井大学祭文京キャンパス（５月25日～５月27日）
６月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（６月29日）
７月
 平成24年度外国人留学生進学説明会（７月19日）
 授業終了（７月30日）
９月
 日本語能力試験対策クラス授業開始（９月12日）
 福井大学留学生就職支援プログラム　全20回（９月７日～３月１日）
10月
 短期留学プログラム授業開始（10月９日）
 日本語研修コース開講式（10月11日）
 留学生オリエンテーション（10月12日）
 日本語研修コース授業開始（10月15日）
 全学補講日本語コース授業開始（10月15日）
11月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（11月30日）
12月
 平成24年度留学生見学旅行：（於）京都（12月８日）
１月
 留学生と教職員との交歓会（１月24日）
 授業終了（１月31日）
２月
 日本語研修コース修了発表会と修了式（２月21日）
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平成25年度

４月
 短期留学プログラム授業開始（４月８日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（４月８日）
 留学生オリエンテーション（４月12日）
 全学補講日本語コース授業開始（４月15日）
５月
 福井大学祭文京キャンパス（５月31日～６月２日）
６月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（６月29日）
７月
 平成24年度外国人留学生進学説明会（７月21日）
 福井大学サマープログラム（７月15日～７月28日）
 授業終了（７月30日）
９月
 福井大学留学生同窓会世界大会（９月８日）
 グローバル人材育成シンポジウム（９月９日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（９月10日）
 福井大学留学生就職支援プログラム　全20回（９月27日～３月14日）
10月
 短期留学プログラム授業開始（10月７日）
 日本語研修コース開講式（10月10日）　
 留学生オリエンテーション（10月18日）
 日本語研修コース授業開始（10月21日）
 全学補講日本語コース授業開始（10月21日）
11月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（11月27日）
12月
 平成25年度留学生見学旅行：（於）京都（12月７日）
１月
 留学生と教職員との交歓会（１月23日）
 授業終了（１月30日）
２月
 日本語研修コース修了発表会と修了式（２月18日）
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平成26年度

４月
 短期留学プログラム授業開始（４月７日）
 日本語能力試験対策クラス授業開始（４月14日）
 留学生オリエンテーション（４月１日～４月４日）
 全学補講日本語コース授業開始（４月14日）
５月
 福井大学祭文京キャンパス（５月30日～６月１日）
７月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（７月４日）
 福井大学サマープログラム（７月13日～７月26日）
 授業終了（７月30日）
９月
 日本語能力試験対策クラス授業開始（９月10日）
 留学生オリエンテーション（９月26日～９月30日）
10月
 短期留学プログラム授業開始（10月１日）
 福井大学留学生就職支援プログラム　全19回（10月３日～３月20日）
 日本語研修コース授業開始（10月14日）
 全学補講日本語コース授業開始（10月14日）
12月
 日本語能力試験対策クラス授業終了（12月５日）
 平成26年度留学生見学旅行（12月14日金津創作の森他、12月21日永平寺他）
 グローバル人材育成シンポジウム（12月17日）
１月
 留学生と教職員との交歓会（１月22日）
 授業終了（１月28日）
２月
 日本語研修コース修了発表会と修了式（２月18日）
３月
 留学生同窓会タイ支部設立10周年記念総会（３月14日）
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５．福井大学国際交流センター規程
平成25年４月１日

福大規程第14号

　（趣旨）
第 １条　この規程は，福井大学学則（平成16年福大学則第１号）第８条第３項の規定

に基づき，福井大学国際交流センター（以下「センター」という。）の組織及び運
営に関し，必要な事項を定める。

　（目的）
第 ２条　センターは，福井大学（以下「本学」という。）における教育及び研究の国

際交流に関する活動を一体的に実施することにより，本学の理念及び長期目標に
沿った総合的かつ効果的な国際交流事業の推進に寄与することを目的とする。

　（業務）
第３条　センターは，前条の目的を達成するため，次の業務を行う。
 （1） 外国人留学生に対する日本語・日本事情教育に関すること。
 （2） 外国人留学生に対する大学院等入学前予備教育に関すること。
 （3） 海外留学希望学生に対する日本文化教育に関すること。
 （4） 外国人留学生教育の充実及び向上のための調査研究に関すること。
 （5） 双方向留学プログラムの企画及び実施に関すること。
 （6） 学内及び地域社会との国際交流推進に関すること。
 （7） 外国人留学生関係ネットワーク構築に関すること。
 （8）  外国人留学生及び海外留学希望学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関

すること。
 （9） 福井大学留学生会館に関すること。
 （10） 外国の大学等からの研究者等の受入れに関すること。
 （11） 外国の大学等への本学教職員の派遣に関すること。
 （12） 外国の大学等との交流に関すること。
 （13） 国際的研究評価への対応に関すること。
 （14） 国際的な産官学連携に関すること。
 （15） その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
　（職員）
第４条　センターに次の各号に掲げる職員を置く。
 （1） 国際交流センター長（以下「センター長」という。）
 （2） 国際交流センター副センター長（以下「副センター長」という。）
 （3） 専任教員
 （4） その他必要な職員
２　前項第１号から第３号までの職員の選考に関する必要な事項は，別に定める。

―  131  ―



　（職務）
第５条　センター長は，センターの業務を掌理する。
２ 　副センター長は，センター長の職務を補佐し，センター長に事故があるときは，

その職務を代行する。
３　専任教員は，センターの業務を処理する。
４　その他の職員は，センターの業務に従事する。
　（部門）
第６条　センターに，次の各号に掲げる部門を置く。
 （1） 国際教育部門
 （2） 国際連携部門
２ 　国際教育部門は，第３条に掲げる業務のうち，主として外国人留学生及び学生支

援に関する業務を行う。
３ 　国際連携部門は，第３条に掲げる業務のうち，主として外国の大学等との国際交

流に関する業務を行う。
　（運営委員会）
第 ７条　センターの円滑な運営を図るため，福井大学国際交流センター運営委員会（以

下「運営委員会」という。）を置く。
２　運営委員会に関する必要な事項は，別に定める。
　（庶務）
第８条　センターの庶務は，学務部国際課において処理する。
　（雑則）
第９条　この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は別に定める。

　　　附　則
１　この規程は，平成25年４月１日から施行する。
２　福井大学留学生センター規程（平成16年福大規程第46号）は廃止する。
　　　附　則（平成25年６月28日福大規程第40号）
この規程は，平成25年７月１日から施行する。
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６．福井大学短期留学プログラム規程
平成16年４月１日

福大規程第73号

　（短期留学プログラムの設置）
第 １条　福井大学（以下「本学」という。）に，１年間の特別の教育課程を編成し，

主として英語による教育を行う福井大学短期留学プログラム（以下「短期プログラ
ム」という。）を置く。

　（短期プログラムの目的）
第 ２条　短期プログラムは，本学と大学間交流協定又は学部間交流協定を締結してい

る外国の大学等（協定の締結について協議中である大学等を含む。以下「協定校」
という。）に在学する学生を受け入れて，当該大学間等の協力及び提携の強化を図
るとともに，当該学生が本学において専門分野の知識及び我が国への理解を深める
ことを目的とする。

　（入学資格）
第 ３条　短期プログラムに基づく学生（以下「短期プログラム留学生」という。）と

して入学することのできる者は，協定校の学部又は大学院の修士課程に在学してい
る学生で，協定に基づく学生の交流に関する覚書による学生とする。

　（受入人数）
第４条　短期プログラム留学生の受入人数は，年度を通じ30人程度とする。
　（入学時期）
第 ５条　短期プログラム留学生の入学時期は，原則として次条に規定する秋学期の初

めとする。
　（学期）
第６条　学期は，次の２学期とする。
　秋学期　10月１日から翌年３月31日まで
　春学期　４月１日から９月30日まで
　（在学期間）
第 ７条　短期プログラム留学生の本学における在学期間は協定で定める期間とし，１

年以内とする。
　（身分等）
第 ８条　短期プログラム留学生は，本学において特別聴講学生又は特別研究学生とし

ての身分を有するものとする。
２ 　短期プログラム留学生は，第３条に規定する学部学生にあっては本学関係学部に，

同条に規定する大学院修士課程の学生にあっては本学関係大学院研究科（修士課程，
博士前期課程及び教職大学院の課程に限るものとする。）に所属するものとする。

　（出願手続）
第 ９条　短期プログラム留学生として入学を志願する者は，所定の期日までに，協定

校の大学等の長を経て本学の学長（以下「学長」という。）に願い出なければならない。
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　（選考）
第 10条　前条の入学志願者に対しては，福井大学国際交流センター運営委員会（以下
「委員会」という。）において選考を行い，学長が合格者を決定する。
２ 　学長は，前項の規定により合格者を決定するに当たり当該学部又は研究科の教授

会の意見を聴くものとする。
　（入学許可） 
第 11条　学長は，前条の合格者のうち，所定の期日までに，所定の入学手続きを完了

した者に対し入学を許可する。
　（授業科目，履修方法等）
第12条　短期プログラムの授業科目，履修方法等については，別に定める。
　（助言教員等）
第 13条　短期プログラム留学生には，関係審議機関の議を経て，助言教員又は指導教

員を配置するものとする。
２ 　助言教員又は指導教員は，短期プログラム留学生が履修を希望する授業科目又は

希望する研究内容について，指導を行うものとする。
３ 　前項において，授業科目を履修する場合は，当該授業担当教員の承認を得なけれ

ばならない。
　（成績の評価）
第 14条　授業科目の成績の評価は，学期末に行う定期試験と平素の学習状況とによっ

て授業担当教員が行う。ただし，科目によっては定期試験を省略することができる。
２ 　授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の評語をもって表し，秀，優，

良及び可を合格とし，不可を不合格とする。
　（単位の授与等）
第15条　各授業科目の合格者に対しては，所定の単位を与える。
２ 　当該学部の長又は当該研究科の長は，短期プログラム留学生に対し，履修科目，

成績評価及び単位数を記載した成績証明書を交付する。
　（修了等）
第 16条　学長は，第12条に規定する履修方法に基づき１年で30単位以上を修得した短

期プログラム留学生に対して，短期プログラム修了を認定し，短期留学プログラム
修了証書を授与する。
２ 　学長は，前項の規定により修了を認定し，修了証書を授与するに当たり関係学部

又は研究科の教授会の意見を聴くものとする。
　（実施体制）
第 17条　短期プログラムの実施は，教育地域科学部，教育学研究科，工学部及び工学

研究科の協力を得て，国際交流センターが当たるものとする。
２ 　短期プログラムの教育課程の編成その他教育に関する重要な事項は，委員会の議

を経て関係学部教授会又は大学院研究科委員会で審議するものとする。
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　（学則等の準用）
第 18条　この規程に定めるもののほか，短期プログラム留学生に関し必要な事項は，

本学の学則，大学院学則その他学生に関する諸規則等を準用する。
　（事務）
第19条　短期プログラムに関する事務は，学務部国際課において処理する。

　　附　則
１　この規程は，平成16年４月１日から施行する。
２ 　平成16年３月31日以前の福井大学において短期プログラム留学生として期間延長

又は入学（以下「入学等」という。）の選考等を行い，平成16年4月1日に短期プロ
グラム留学生として入学等を許可された者は，この規程の規定に基づき入学等を許
可されたものとみなす。

　　附　則（平成18年４月28日福大規程第22号）
１　この規程は，平成18年４月１日から施行する。
２ 　平成18年３月31日以前の福井大学において短期プログラム留学生として期間延長

又は入学（以下「入学等」という。）の選考等を行い，平成18年４月１日に短期プ
ログラム留学生として入学等を許可された者は，この規程の規定に基づき入学等を
許可されたものとみなす。

　　附　則（平成20年３月19日福大規程第66号）
この規程は，平成20年４月１日から施行する。
　　附　則（平成21年12月２日福大規程第51号）
この規程は，平成21年12月２日から施行する。
　　附　則（平成22年４月23日福大規程第30号）
この規程は，平成22年４月23日から施行し，改正後の規定は，平成22年４月１日から
適用する。
　　附　則（平成24年３月19日福大規程第45号）
この規程は，平成24年10月１日から施行する。
　　附　則（平成25年２月20日福大規程第17号）
この規程は，平成25年４月１日から施行する。
　　附　則（平成25年６月28日福大規程第39号）
この規程は，平成25年７月１日から施行する。
　　附　則
この規程は，平成27年４月１日から施行する。
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７．福井大学国際交流センター紀要投稿規定
平成26年４月１日

１．投稿資格： 福井大学国際交流センター所属教員（非常勤を含む）及び当センターにおい
て適当と認められた者とする。

２．内　　容： 未発表のものであって日本語・日本事情教育、日本語学、留学生教育、異文
化交流、その他当センターにおいて投稿を受けるにふさわしいと認められる
内容とする。

３．発表形態： 研究論文及び研究報告、書評とする。
４．書　　式： 投稿原稿は文字量でＢ５用紙で40字×30行で10枚程度とし、英文の場合はＢ

５ダブルスペース25枚以内とする。ただし、図表・参考資料・参考文献・注
等はこの範囲に含まない。注は文末注とする。

　　　　　　・ 引用文献・参考文献は、著者－発行年－題目－雑誌等の名称－巻・号－記載
ページの順に記載する。

　　　　　　　【例】福井太郎（2001）『福井の歴史』黒龍出版 pp.30-31（著書の場合）
　　　　　　　　　 文京花子（2004）「北陸の自然」『日本××大学紀要』vol.22、pp.12-16.
　　　　　　　　　　　　　　　　　（論文の場合）
　　　　　　・ 注－参考文献の順に配置すること。
　　　　　　・ なお、原稿提出時に原稿内容をＵＳＢ（テキスト形式）に収録し原稿に添え

て提出すること。
５．要　　旨： 発表する本文が和文の場合は、論文冒頭に和文による要旨（400字以内）とキー

ワード（５語以内）を、論文末に英文による要旨（Ｂ５用紙を用い200語程
度－テキスト形式）を添付すること。また、本文が英文の場合は、論文冒頭
に英文による要旨（300語以内）とキーワード（５語以内）を、論文末に和
文による要旨（300字程度）を添付すること。

６．審　　査： 投稿された原稿は、当センターが委嘱した査読者により査読を受ける。
７．採　　否： 原稿の採否は査読者の意見を参考に当センターで審議の上決定する。
８．著 作 権： 投稿された論文の著作権は本センターに帰属する。ただし、論文の著者は、

その著作論文について、その内容を転載できるものとする。また、著作権に
関して問題が発生した場合、本センターは著者との協議によりその処理を決
定するものとする。

９．提 出 先： 〒910-8507　福井市文京３丁目９番１号　福井大学国際交流センター
　　　　　　　紀要編集委員　　膽吹　覚　　Tel＆Fax　0776-27-8023（膽吹教員室直通）
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８．国際交流センター専任教員会議　議事録（平成26年度）
主要議題及び報告

第１回

（４月10日）

１．国際交流センター自己点検評価報告書の作成時期について

２．国際交流センター外部評価委員会の設置について

報告１．国際交流センター紀要の年報（25年度分）の原稿締め切り：７月末日

報告２．2013年度前期日能試対策講座現況報告

第２回

（５月15日）

１．国際交流センターHPについて

２．『（26.7）福井大学サマープログラム（対象：浙江理工大）』の開講案

３．山中教員後任について

４．日本語プログラム作成について

報告１．安全衛生自主点検について

第３回

（７月３日）

１．2014年度後期国際交流センター時間割について

２．後期PTについて

３．後期PT実施および後期センター授業開始時期について

４．９月開講「日本語能力試験対策講座」について

５．専任会議議長交代（９月～）

６．日本語初級クラスのシラバス（英語表記）について

報告１．サマープログラム（７／13～７／26）

報告２．ゾンタ留学生論文募集の周知（学内〆切10月17日）

第４回

（９月４日）

１．後期センターPT （案）について

２．日本語研修コース授業開始日について

３．オリエンテーションについて

４．全学日本語コース成績通知について

５．平成27年度非常勤講師採用計画の作成方針（案）について

報告１．日本語研修コース，日本語研修特別コース所属学生情報

報告２．平成26年７月実施の日本語能力試験結果

第５回

（11月６日）

１．‌�平成25年度国際交流センター予算執行報告および平成26年度国際交流センター予算計画につい

て

２．自己点検・評価及び外部評価の日程（案）について

報告１．平成27年度非常勤講師採用計画の作成方針（案）の確認

報告２．「国際交流センター教員評価項目・評価基準」作成中間報告報告３．西安理工大学「さくら

サイエンスプラン」初等日本語講座

第６回

（12月11日）

１．外部評価委員の選出について

２．平成27年（2015年）度前期国際交流センター時間割（案）について

３．‌�平成25年度国際交流センター予算執行報告および平成26年度国際交流センター予算執行計画に

ついて

４．平成27年度日本語能力試験対策講座について

報告１．平成26年度日本語能力試験対策講座について

―  137  ―



第７回

（１月８日）

１．平成27年度共通教育非常勤講師任用計画書について

２．平成27年（2015）度前期国際交流センター時間割（案）について

３．教員個人評価スケジュールについて

４．‌�平成26年度第２回国立大学法人留学生指導研究協議会兼第42回大阪大学留学生教育・支援協議

会（２／５）

５．リソグラフ（印刷機）について

第８回

（２月12日）

１．平成27年度前期国際交流センター授業開講日とプレイスメントテストについて

２．日本語能力試験対策講座の申込みについて

３．保有個人情報の点検リストについて

４．平成27年度非常勤講師任用計画書について

報告１．自己点検評価報告書の中島先生担当執筆分について

報告２．外部評価外部委員を次回の専任会議で決定する

報告３．共通教育第二外国語の単位（日本語も含む）が２単位から１単位になる

第９回

（３月５日）

１．外部評価委員の推薦について

２．日本語能力試験の団体申込みについて

３．日本語研修コース成績評価について

４．交換留学生PTについて

５．福井大学人材キャリア開発支援センター（CCDS）について

６．BJTについて

報告１．オリエンテーション（３／31，４／１，４／２）

報告２．上海浙江理工大サマープログラムを来年度も実施予定

報告３．共通教育非常勤講師として敷田先生と市村先生が承認された
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９．福井大学留学生同窓会登録用紙 兼「こころねっと」向けメッセージ及び住所変更届け用紙
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虎尾　憲史　ＴＯＲＡＯ　ＹＯＳＨＩＮＯＢＵ

【個人情報】

着任年月 専門分野 研究内容 所属学会

2014.4 日本語教育
語彙（漢字語）指導法、専門教
育のための日本語教育、地域国
際化支援

日本語教育学会、日本語教育方法研
究会、台湾日本語文学会、台湾日語
教育学会、韓国日語日文学会

【担当授業】

授業科目名 開講年度 特記事項

伝統産業Ⅰ 2014－2015 短期留学プログラム

工業日本語Ⅰ＆Ⅱ 2014－2015 工学部基礎専門科目

工業日本語Ⅱ＆Ⅳ 2014－2015 工学部基礎専門科目

工業日本語特論Ⅰ 2014－2015 工学研究科共通科目

工業日本語特論Ⅱ 2014－2015 工学研究科共通科目

日本の基礎工学 2014－2015 工学研究科共通科目

【学内運営】

委員会名 役職名 就任年月 退任年月 特記事項

国際交流企画会議専門部会 委員 2014.4 現在に至る

国際交流センター運営委員会 委員 2014.4 現在に至る

工学部・工学研究科留学生委員会 委員 2014.4 現在に至る
工学部・工学研究科情報セキュリティ管理
委員会 委員 2014.4 現在に至る

工学部・工学研究科ネットワーク委員会 委員 2014.4 現在に至る

安全保障輸出管理委員会 委員 2014.4 現在に至る

高等教育推進センター学生支援部門会議 委員 2014.4 現在に至る

【著書】

著書名 著者名 出版社名 発行年月 著書分類 執筆形態 担当ページ 特記事項
틀리기 쉬운 일

본 한자어 700
（間違いやすい
日本漢字語 700）

洪珉杓 韓国文化社 2012.6 参考書、
学習教材

정답 및 해설

（正答および
解説）の項を
監修

計104頁

―  141  ―



【口頭発表】

発表題目 発表者名 応募・
招待 発表学会名等 主催者名 発表

年月
査読
有無

特記
事項

韓国語母語学習
者の作文に見ら
れる「ながら」
の誤用分析

虎尾憲史 応募 韓国日語日文学会2012年
冬季国際学術大会

韓国日語
日文学会 2012.12 有

【講演会】

講演会名 題　目 主催者名 開催年月 特記事項

平成26年度多文化共生
セミナー第１回

「ＨＡＦＵ」上映会
とパネルディスカッ
ション

ふくい市民国際
交流協会 2014.9 パネルディスカッショ

ン進行、とりまとめ

平成26年度多文化共生
セミナー第２回

「世界の国々と比べ
よう、日本」

ふくい市民国際
交流協会 2014.11 西出有由美氏（JICA

北陸）との共同講演

【学外運営】

運営分類 役職名 機関名 就任年月 退任年月 特記事項

留学生交流推進 委員 福井県留学生交流推進協議会 2014.4 現在に至る

【会議運営】

会議・講演会名 役職名 主催者名 開催年月 特記事項
2010年度第１回中等教育
機関日本語教師研修会
「日本語の継続学習－高
校から大学へ－」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2010.5 台湾勤務中の

業務

2010年度高等学校日本語
教材、及び進度検討会議

講師兼司会進行、
とりまとめ

高等学校第二外国語科
センター、（公財）交
流協会台北事務所

2010.5 同上

2010年度第２回中等教育
機関日本語教師研修会
「高校での教室活動あれ
これ」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2010.7 同上

2010年度第３回中等教育
機関日本語教師研修会
「台湾人日本語教師本邦
研修参加者報告会」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2010.8 同上

2010年度第２回日本語教
育巡回研修会「自律学習
能力の育成を図る教室活
動－モニタリングと自己
評価の基準確立を目指し
て－」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2010.8 同上
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2010年度第４回中等教育
機関日本語教師研修会
「高校で文法をどう教え
るか」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2010.10 台湾勤務中の

業務

2010年度第４回日本語教
育巡回研修会「中上級学
習者指導の留意点－実は
難しい 初級で学んだ文
法と語彙－」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2011.1 同上

2011年度第１回中等教育
機関日本語教師研修会
「高校で読解をどう教え
るか」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2011.4 同上

2011年度第２回中等教育
機関日本語教師研修会
「学習者の積極的な参加
を促す副教材」

企画・運営、及び
コーディネーター

（公財）交流協会台北
事務所日本語センター 2011.7 同上

【社会活動】

社会活動名 社会活動内容 開始年月 終了年月 特記事項
台湾全国大学生日本語スピーチ・
コンテスト 審査員 2007.11 2011.7 台湾勤務中の活動

日本航空杯台湾全国大学生日本語
スピーチ・コンテスト 審査員 2007.12 2011.7 同上

台湾全国大学生日本語アフレコ・
コンテスト 審査員 2008.3 2011.7 同上

台湾日本研究学会主催全国大学生
日本語スピーチ・コンテスト 審査員 2009.11 2011.7 同上

台湾全国大学生日本語ディベート
大会 審査員 2010.5 2011.7 同上

台北市東方高級工商職業学校日本
語の歌コンテスト 審査員 2011.4 2011.7 同上

小幡　浩司　ＫＯＢＡＴＡ　ＫＯＪＩ

【個人情報】

着任年月 専門分野 研究内容 所属学会

2013.9 国際教育
国際交流、大学の国際化とグロー
バル人材育成
チューニング（TUNING）

大学行政管理学会
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【担当授業】

授業科目名 開講年度 特記事項

多文化コミュニケーションＡ 2013－2014 共通教育科目

多文化コミュニケーションＢ 2013－2014 共通教育科目

多文化コミュニケーションＣ 2013－2014 共通教育科目

【学内運営】

組織・委員会名 役職名 就任年月 退任年月

全学教育改革推進機構 機構長補佐 2015.2 現在に至る

全学グローバル人材育成推進委員会　海外研修部会 委員 2014.4 現在に至る

国際交流センター運営委員会 委員 2013.9 現在に至る

語学センター運営委員会 委員 2013.9 現在に至る
工学部及び工学研究グローバル人材育成推進事業実施委
員会 委員 2014.4 現在に至る

工学部及び大学院工学研究科英語教育実施運営委員会 委員 2014.4 現在に至る

【論文】

論文題名 単著・共著
の別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名称

国際教養大学の大学間
交流－単位互換方式の
確立

単著 平成19年12月
2007

独立行政法人日本学生支援機構
『留学交流』
Vol. 19 No. 12 December 2007  pp.14-17

大学の国際化－交換留
学制度とその狙い 単著 平成23年３月

2011

国際連携プログラム開発推進委員会
『先進事例に学ぶ：教育のグローバル化』
報告書　pp.6-32,  pp95-99

国際化：国際教養大学
の場合 単著 平成24年９月

2012
独立行政法人日本学生支援機構
『留学交流』ウェブマガジン

【口頭発表】

発表題目 発表者 応募･
招待 開催年月 発表学会名等

「日本の高等教育の国際化の
最新事例－国際教養大学の国
際化」

小幡浩司 招待 平成19年10月 第１回 UMAP Vice President 
Forum （Bangkok, Thailand）

「大学の国際化－交換留学制
度とその狙い」 小幡浩司 招待 平成21年10月

KCAI国際シンポジウム（国際
連携プログラム開発推進委員
会主催）

「海外の大学との戦略的交渉
－学生派遣・受入・提携・単
位互換・国際交流制度－目的
と手段として」

小幡浩司 招待 平成22年３月
「大学のグローバル化に関す
る職員研修」立命館アジア･太
平洋大学にて開催
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「USCO留学生交流」 小幡浩司 招待 平成23年12月

独立行政法人　日本学生支援
機構･UMAP日本国内委員会事
務局主催　「UMAP学生交流オ
ンラインシステムに関する説
明会」

「全員留学の危機管理」 小幡浩司 招待 平成25年６月 第１回早稲田大学･同志社大学
共同SDワークショップ

「USCO留学生交流－国際教
養大学の場合」 小幡浩司 招待 平成25年７月

独立行政法人　日本学生支援
機構･UMAP日本国内委員会事
務局主催　「UMAP学生交流オ
ンラインシステムに関する説
明会」

【講演会】

講演会名 題目 主催者名 開催年月 特記事項
UMAP国際理事会
（バンコク･タイ）

「コンソーシアム型交換留
学制度の問題点」 UMAP国際事務局 平成21年

10月 パネリスト

UMAP国際大会
（大阪商業大学）

Current Trends in 
Student Mobility and 
Internationalization of 
Curriculm - Impact and 
Future Prospects-

UMAP日本国内委員会 平成26年
９月 総合司会

【学外運営】

運営分類 役職名 機関名 就任年月 退任年月

国際交流 UMAP国内専門委員 UMAP日本国内委員会 日本学生支援機構 2014.6 現在に至る

桑原　陽子　ＫＵＷＡＢＡＲＡ　ＹＯＫＯ

【個人情報】

着任年月 専門分野 研究内容 所属学会

2004.7 日本語教育
第二言語習得

日本語学習者の読みのプロセス
の研究と教材開発 非漢字系学習
者の文字、語彙学習

日本語教育学会・日本教育心理学
会・留学生教育学会・ヨーロッパ
日本語教師会

【担当授業】

授業科目名 開講年度 特記事項

日本語（文型・文法） 2010－2014 日本語研修コース科目　２コマ／週

日本語（情報処理） 2010－2014 日本語研修コース科目

日本語（作文） 2013、2014 日本語研修コース科目

日本語（修了発表指導） 2010－2014 日本語研修コース科目
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日本語（文型・文法） 2013、2014 日本語研修特別コース科目

日本語初中級 2010－2014 短期留学プログラム科目

はじめての漢字 2013、2014 短期留学プログラム科目

日本語中級 2013、2014 短期留学プログラム科目

日本語上級 2014 短期留学プログラム科目

日本語Ａ 2011、2013 共通教育科目

日本語Ｃ 2010、2012、2014 共通教育科目

日本語Ｅ 2014 共通教育科目

日本語Ｆ 2011、2013 共通教育科目

日本語Ｇ 2013 共通教育科目

日本語Ｈ 2010、2012、2014 共通教育科目

多文化コミュニケーションＣ 2011、2012 共通教育科目

専門セミナー 2011 教育地域科学部科目

日本語教育特論 2010－2014 教育学研究科科目

日本語教育特別演習 2010－2014 教育学研究科科目

日本語Ⅰ 2010－2014 全学日本語コース科目

【学生指導】

年度 学生 留学生（内数） 特記事項

2011 １ ０
教育地域科学部地域文化課程異文化交流コース助言教員・
卒業論文指導

2010 １ ０
教育地域科学部地域文化課程異文化交流コース助言教員・
卒業論文指導

【学内運営】

委員会名 役職名 就任年月 退任年月 特記事項

教育地域科学部・教育学研究科留学生委員会 委員 2013.5 現在に至る

全学留学生委員会 委員 2004.7 現在に至る

留学生センター運営委員会 委員 2006.4 2013.3

国際交流センター運営委員会 委員 2013.4 現在に至る

【外部資金及び学内競争的配分経費】

外部資金の
分類 研究題目 代表者名 分担

題目名
出資

団体名

受入
金額

（千円）

実施
年度

新規・
継続
の別

競争的配分経
費・教育

入門期の日本語学習者のためのか
な学習用教材“Japanese KANA 
workbook”対応音声教材の作製

桑原陽子 代表者 福井大学 200 2011 新規
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科学研究費補
助金挑戦的萌
芽

非漢字系日本語学習者への漢字熟
語の意味推測指導のための指導項
目収集と整理

桑原陽子 代表者 日本学術
振興会 400 2010 新規

科学研究費補
助金挑戦的萌
芽

非漢字系日本語学習者への漢字熟
語の意味推測指導のための指導項
目収集と整理

桑原陽子 代表者 日本学術
振興会 650 2011 継続

科学研究費補
助金挑戦的萌
芽

非漢字系日本語学習者への漢字熟
語の意味推測指導のための指導項
目収集と整理

桑原陽子 代表者 日本学術
振興会 650 2012 継続

科学研究費補
助金挑戦的萌
芽

意味推測課題による非漢字系中上
級日本語学習者の漢語動名詞の習
得プロセスの分析

桑原陽子 代表者 日本学術
振興会 390 2014 新規

科学研究費基
盤研究（Ｂ）

実践的な読解教育実現のための日
本語学習者の読解困難点・読解技
術の実証的研究

野田尚史 分担者 日本学術
振興会 300 2011 新規

科学研究費基
盤研究（Ｂ）

実践的な読解教育実現のための日
本語学習者の読解困難点・読解技
術の実証的研究

野田尚史 分担者 日本学術
振興会 300 2012 継続

科学研究費基
盤研究（Ｂ）

実践的な読解教育実現のための日
本語学習者の読解困難点・読解技
術の実証的研究

野田尚史 分担者 日本学術
振興会 600 2013 継続

科学研究費基
盤研究（Ｂ）

実践的な読解教育実現のための日
本語学習者の読解困難点・読解技
術の実証的研究

野田尚史 分担者 日本学術
振興会 500 2014 継続

科学研究費基
盤研究（Ａ）

コミュニケーションのための日本
語ウェブ教材の作成と試用 小林ミナ 分担者 日本学術

振興会 200 2012 新規

科学研究費基
盤研究（Ａ）

コミュニケーションのための日本
語ウェブ教材の作成と試用 小林ミナ 分担者 日本学術

振興会 200 2013 継続

【論文】

論文題名 著者名 応募・
招待

掲載誌名
（または会議名）

発行
年月 編者名 論文分類 査読

有無
地域在住外国人に対す
る日本語ボランティア
養成講座における脱
「日本語教師養成講
座」の試み

桑原陽子 応募
福井大学留学生セ
ンター紀要、 第６
号、p.11-20.

2011.3
福井大学
留学生セ
ンター

学術論文 有

漢字２字熟語の意味推
測に及ぼす語構成に関
する知識の影響－主要
部の位置との関わりか
ら－

桑原陽子 応募
福井大学留学生セ
ンター紀要、 第７
号、 p.1-10.

2012.3
福井大学
留学生セ
ンター

学術論文 有

漢字２字熟語の意味の
透明性の調査 桑原陽子 応募

福井大学留学生セ
ンター紀要、 第８
号、 p.1-14.

2013.3
福井大学
留学生セ
ンター

学術論文 有
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中国人留学生と日本人
大学生の断りのＥメー
ルの比較

濱田美和
古本裕子
桑原陽子
深澤のぞみ

応募

富山大学人間発達
科学部紀要、 第８
巻 第１号、 p.221-
233.

2013.3
富山大学
人間発達
科学部

学術論文 有

非漢字系上級日本語学
習者による漢語動名詞
の意味推測の困難点－
「する」の有無が推測
に及ぼす影響

桑原陽子 応募
福井大学国際交流
センター紀要、 創
刊号、 p.1-12.

2014.11
福井大学
国際交流
センター

学術論文 有

中国語系初級日本語学
習者がホテル検索サイ
トを読むときの困難点

桑原陽子
山口美佳 応募 国立国語研究所論

集８、 p.109-127. 2014.11 国立国語
研究所 学術論文 有

【口頭発表】

発表題目 発表者名 応募・
招待 発表学会名等 主催者名 発表

年月
査読
有無

特記
事項

コミュニケーション指向の初
級読解教材作成のためのニー
ズ調査とその分析

桑原陽子
野田尚史
内藤満地子
今井多衣子
北浦百代

応募
2010年世界日
本語教育大会
（台湾）

日本語教育
学会 2010.8 有

断りのＥメールの分析－日本
人大学生と中国人留学生の比
較－

濱田美和
古本祐子
深澤のぞみ
桑原陽子

応募
2011世界日本
語教育研究大
会（天津）

日本語教育
学会 2011.8 有

文章表現の分析と学習者の読
解困難点調査に基づく読解教
材の作成

野田尚史
桑原陽子
播磨涼子

応募
2012年日本語
教育国際研究
大会（名古屋）

日本語教育
学会 2012.8 有

保育園の連絡ノートを読むた
めに必要な語彙・表現につい
ての一考察－保育士側からの
連絡部分の分析から－

桑原陽子 応募
2012年日本語
教育国際研究
大会（名古屋）

日本語教育
学会 2012.8 有

日本語学習者の読解過程－教
師が考えているのとは違う学
習者の実態－

野田尚史
桑原陽子
フォード
丹羽順子
藤原未雪

応募

第17回ヨー
ロッパ日本
語教育シンポ
ジウム（マド
リッド）

ヨーロッパ
日本語教師
会

2013.9 有

非漢字系上級学習者の漢語動
名詞の意味推測の困難点 桑原陽子 応募

2013年度日本
語教育学会秋
季大会（大阪）

日本語教育
学会 2013.10 有

ヨーロッパの上級日本語学習
者によるウェブサイトのクチ
コミの解釈－文化の相違によ
る解釈の違い－

野田尚史
穴井宰子
桑原陽子
白石実

中島晶子
村田裕美子

応募

ヨーロッパ日
本語教育シン
ポジウム2014

（スロベニア）

ヨーロッパ
日本語教師
会

2014.9 有
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断りのＥメールにおける理由
の述べ方－中国人留学生を例
に－

深澤のぞみ
桑原陽子
濱田美和
古本裕子

応募
2014年度日本
語教育学会秋
季（富山）

日本語教育
学会 2014.10 有

【社会活動】

社会活動名 社会活動内容 開始年月 終了年月 特記事項
福井県国際交流協会日本語ボランティア
入門講座基礎Ⅰ・基礎Ⅱ 講師 2010.5 2014.11 全８回／年

（毎年開講）
NPOインターナショナルさかい
日本語指導ボランティア養成講座基礎Ⅱ 講師 2010.4 2010.5 全７回

NPOインターナショナルさかい
日本語指導ボランティア養成講座 講師 2014.2 2014.3 全４回

福井県要約筆記者移行研修事業講師「日
本語の基礎知識」 講師 2013.12 2015.1 １回／年

平成26年度福井県要約筆記者養成事業特
別講師「日本語の基礎知識」 講師 2014.5.24

2014.5.29 ２回／年

福井県教員免許状更新講習「小学校国語
科授業力育成講座－広がりのある学習活
動に向けて－」
担当科目「日本語教育の知見を生かした
言語活動の構想」

講師 2009 2012 １回／年
（毎年開講）

膽吹　　覚　ＩＢＵＫＩ　ＳＡＴＯＲＵ

【個人情報】

着任年月 専門分野 研究内容 所属学会

2002.10 日本文学

① 『越前若狭いろはかるた』を利用した留学生対象
科目の研究

② 近世随筆の研究
③ 日本古典籍の研究

日本語教育学会
鈴屋学会
日本近世文学会
仏教文学会

【担当授業】

授業科目名 開講年度 特記事項

日本語（文化） 2010－2014 日本語研修コース科目

日本語（特別演習） 2010－2014 日本語研修コース科目

日本語初中級 2010－2014 短期留学プログラム科目

日本語中級 2010－2014 短期留学プログラム科目

日本語上級 2010－2014 短期留学プログラム科目

日本事情１ 2013－2014 短期留学プログラム科目
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日本事情２ 2010－2014 短期留学プログラム科目

日本の文化 2010－2014 短期留学プログラム科目

日本語Ｂ 2010、2012、2014 共通教育科目

日本語Ｄ 2011、2013 共通教育科目

日本語Ｅ 2011、2013 共通教育科目

日本語Ｇ 2010、2012、2014 共通教育科目

日本の文化 2010－2014 共通教育科目

日本事情Ａ 2010－2014 共通教育科目

日本事情Ｂ 2013－2014 共通教育科目

専門セミナー（卒業論文指導） 2010 教育地域科学部科目

国文学特別研究Ⅰ 2010－2014 大学院教育学研究科科目

国文学特論Ⅰ 2010－2014 大学院教育学研究科科目

課題研究（修士論文指導） 2013－2014 大学院教育学研究科科目

【学生指導】

年度 学生数 留学生（内数） 特記事項

2014 ８ ４
教育学研究科教科教育専攻国語科領域助言教員・修士論文
指導

2013 ４ １
教育学研究科教科教育専攻国語科領域助言教員・修士論文
指導

2012 ２ ２
教育学研究科教科教育専攻国語科領域助言教員・修士論文
指導

2011 ２ ２
教育学研究科教科教育専攻国語科領域助言教員・修士論文
指導

2010 ４ ２
教育地域科学部地域文化課程異文化交流コース助言教員・
卒業論文指導、並びに教育学研究科教科教育専攻国語科領
域助言教員・修士論文指導

【学内運営】

委員会名 役職名 就任年月 退任年月 特記事項

国際交流センター運営委員会 委員 2013.4

地域環境研究教育センター全体会議 委員 2012.4 2014.3

教育地域科学部・教育学研究科留学生委員会 委員 2009.4 2011.4

留学生センター運営委員会 委員 2003.4 2013.3

全学留学生委員会 委員 2002.10 2013.3
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【外部資金及び学内競争的配分経費】

外部資金の
分類 研究題目 代表者名 分担

題目名
出資

団体名

受入
金額

（千円）

実施
年度

新規・
継続
の別

科学研究費補
助金 大行寺信暁に関する書誌学的研究 膽吹　覚 代表者 日本学術

振興会 520 2014 新規

科学研究費補
助金

彦根藩井伊家の蔵書目録に関する
基礎的研究 膽吹　覚 代表者 日本学術

振興会 650 2012 継続

科学研究費補
助金

彦根藩井伊家の蔵書目録に関する
基礎的研究 膽吹　覚 代表者 日本学術

振興会 650 2011 継続

科学研究費補
助金

彦根藩井伊家の蔵書目録に関する
基礎的研究 膽吹　覚 代表者 日本学術

振興会 1,040 2010 新規

【論文】

論文題名 著者名 応募・
招待

掲載誌名
（または会議名）

発行
年月 編者名 論文分類 査読

有無
福井大学附属図書館所
蔵の古典籍（９）
『絵本霞の海』－上方
浄瑠璃とおどけ開帳－

膽吹覚 招待 図書館forum、
12、pp7-8 2015.3

福井大学
附属図書
館

資料解説 有

『玉勝間巻八「ふるき
物またそのかたちをい
つはり作る事」並びに
巻九「檜垣嫗が事」考
－近世後期古典学に於
ける随筆と註釈－

膽吹覚 応募 国文学論叢、
60輯、pp15-32 2015.2 龍谷大学

国文学会 学術論文 有

三岡八郎宛ウィリア
ム・エリオット・グリ
フィス書状再考

膽吹覚 応募
福井大学国際交流
センター紀要、
１号、pp13-14

2014.11
福井大学
国際交流
センター

研究ノート 有

福井大学附属図書館所
蔵の古典籍（８）
釋祐可『越前名所しる
べ草』

膽吹覚 招待 図書館forum、
11、pp7-8 2014.3

福井大学
附属図書
館

資料解説 無

〔翻刻〕正定閣述作『嫁
威谷物語』（弘化四年
版）

膽吹覚 応募 国語国文学、
52号、pp61-67 2014.3

福井大学
言語文化
学会

資料解説 無

『玉勝間』巻九「石見
国なるしづの岩屋」に
ついて

膽吹覚 応募 国文学論叢、
59輯pp1-14 2014.2 龍谷大学

国文学会 学医術論文 有

『玉勝間』の巻頭言に
関する考察（後編） 膽吹覚 応募

福井大学教育地域
科学部紀要、
４号、pp1-19

2014.1
福井大学
教育地域
科学部

学術論文 有
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福井大学附属図書館所
蔵の古典籍（７）
西門蘭渓『菱実記聞』
－勝山藩小笠原家史料
の考証－

膽吹覚 招待 図書館forum、10、
pp7-8 2013.3

福井大学
附属図書
館

資料解説 無

『嫁威谷物語』論－
『二十四輩順拝図会』
との比較を中心に－

膽吹覚 応募 国語国文学、52号、
pp1-14 2013.3

福井大学
言語文化
学会

学術論文 無

『玉勝間』巻三「こた
つといふ物のうた」に
ついて

膽吹覚 応募 国文学論叢、58輯、
pp52-56 2013.2 龍谷大学

国文学会 学術論文 有

日本事情におけるアク
ティブ・ラーニング－
『越前若狭いろはかる
た』を使用した授業の
紹介－

膽吹覚 招待
福井大学共通教育
フォーラム、15号、
pp2-3

2013.1
福井大学
共通教育
委員会

実践報告 無

『玉勝間』の巻頭言に
関する考察（前編） 膽吹覚 応募

福井大学教育地域
科学部紀要３号、
pp1-15

2013.1
福井大学
教育地域
科学部

学術論文 有

福井大学附属図書館所
蔵の古典籍（６）
ウィリアム・エリオッ
ト・グリフィス書状（三
岡八郎宛）

膽吹覚 招待 図書館forum、9、
pp7-9 2012.3

福井大学
附属図書
館

資料解説 無

『嫁威谷物語』の諸本
と作者について 膽吹覚 応募 国語国文学、51号、

pp1-15 2012.3
福井大学
言語文化
学会

学術論文 無

福井大学総合図書館新
収蔵品、ウィリアム・
エリオット・グリフィ
ス書状－グリフィスの
師範学校創設に関する
提言について－

膽吹覚 応募
福井大学教育地域
科学部紀要２号、
pp1-15

2012.1
福井大学
教育地域
科学部

学術論文 有

福井大学附属図書館所
蔵の古典籍（６）
田安徳川家旧蔵本『詩
人玉屑』

膽吹覚 招待 図書館forum、9、
pp7-8 2011.3

福井大学
附属図書
館

資料解説 無

【口頭発表】

発表題目 発表者名 応募・
招待 発表学会名等 主催者名 発表

年月
査読
有無

特記
事項

本居宣長『借書簿』考－鈴屋
における宣長蔵書の利用に関
する研究－

膽吹　覚 応募 鈴屋学会 鈴屋学会 2013.4 有
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【講演会】

講演会名 題目 主催者名 開催年月 特記事項
お雇い外国人グリ
フィス展企画 グリフィスの三岡八郎宛書簡 福井大学 2011.12 ワークショップ・講師

福井大学公開講座 福井の名所今昔－金津から吉
崎へ－ 福井大学 2011.10 講師

福井大学公開講座 福井の名所今昔－三国－ 福井大学 2010.7 講師
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